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は じ め に 

この事業は、⽂部科学省委託事業として専修学校や⼤学等の⾼等教育機関が、企業や業界団

体、その他関係機関が協働し、地域や産業界の人材ニーズに対応した、社会人等のキャリアアップのた

めの学び直し教育プログラムを開発・実証を⾏い、成⻑分野等における中核的な専門人材の養成を

図る「成⻑分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業であります。 

本事業は平成 23 年度から始まり、当初は ７ 件、87 百万円の委託事業規模の予算でスタ

ートしたが、平成 29 年度には 62 件、1,683 百万円(他の事業も含む)の予算がつくまでに拡⼤し、

中核的人材の要請が⾼まっていることがうかがえます。 

本成果報告書は、その成⻑分野のひとつである「環境・エネルギー分野」における社会人の学び直し

を推進するための教育プログラムの開発・実証を⾏った成果です。 

この「環境・エネルギー分野」における産業界のニュースとしては、2020 年の東京オリンピックの競技場

や施設はすべて、建築物の環境性能を評価し、格付けする⽇本の⼿法である、エネルギー効率建築

物認証基準 CASBEE（建築環境総合性能評価システム）に適合するよう建築や改築を⾏う予定

です。さらに政府が「水素社会」の国際⾒本市にしようと本腰を⼊れる予定で、選⼿村の電気は水素

で賄うとか、交通システムも水素⾃動⾞を⾃動運転で⾛らせる…等々。 

このように「環境・エネルギー分野」は今後我が国の産業を⽀える成⻑分野であり、多方面の産業に

関連するとともに、求められる人材は、技術の発展とともに需要が⾼まっていくことになります。 

その需要を⽀えていく人材の養成を、学校教育の段階から「環境・エネルギー分野」に関わる知識及

び技術等を習得する教育プログラムの開発を⾏い、既存の産業分野で働く社会人にとっても学び直し

ができるように教育プログラムを用意していく必要があります(教科や学問としての確⽴が不⼗分)。 

そのために、本年度は、⽇本の基幹産業である建築分野における「環境・エネルギー」に関する学び

直しを重視し、「住環境エネルギー講座」と「新省エネ基準・住宅省エネルギー技術者講座」の二講座

を開発し、建築士会ＣＰＤ認定講座として⽇本建築士会連合会の承認を得ていることにより、質の

保証(第三者認証評価)を確保しました。 

つまり、この開発した教育プログラムを使用すれば、全国どの地域、どの教育機関・団体でもＣＰＤ

認定講座として社会人の学び直しの事業ができることになります。（ＣＰＤ講座プロバイダー契約は⽇

本建築士会連合会と別途結ぶことが必要）。 

また、本年度は、更に受講し易いように、「住環境エネルギー講座」は、建築分野における『計画編』、『設

備編』、『施工編』、『評価編』と４講座に分け、その分、専門性と実務に直結した講座開発(テキスト開

発)を⾏いました（実証講座は、『設備編』のみ実施）。 

「新省エネ基準・住宅省エネルギー技術者講座」は、建築設計関係者と建築施工関係者が同時に受



講できるように、「エネルギー使用の合理化に関する建築主事等及び特定建築物の所有者の判断基準

（通称：省エネ基準）」の要点をまとめた『設計・施工技術要論』を開発し、この開発した全ての講座は、

建築士会ＣＰＤ認定講座として⽇本建築士会連合会の承認を得られています。 

平成 28 年度から開発した講座は建築分野に関連して 14 講座（実証講座として実施した講座は 11

講座）に渡りますが、その全てにおいて社会的に評価・承認が得られている社会人学び直し講座として、普

及・利用できるものであります。 

最後に、この成果報告書や開発したプログラム(科目・シラバス・コマシラバス・テキスト等)が、社会人の学

び直しも含め、同分野の技術者育成の一助となれば幸いです。 
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1_ 1 シラバスとの関係 建築設備分野の基本事項

1_ 2 コマ主題
家庭のエネルギー消費実態等の現状を理解するとともに、住宅の省エネルギー基準
と、省エネルギー型機器普及に向けた制度について学習する。

1_ 3 コマ主題細目

①【設備】分野の講座で学習する項目
②日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費
③日本における省エネルギー対策
④建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
⑤住宅の省エネルギー基準（一次エネルギー消費量、省エネ計算の手法）
⑥確認テスト【解答・解説含む、10分】

1_ 4 コマ主題細目深度
省エネルギー性能の高い住宅の設計を行うために、住宅の省エネルギー基準や省
エネルギー型機器普及に向けた制度があることを理解する。

1_ 5 次コマとの関係
家庭のエネルギー消費実態等の現状を理解したうえで、住宅関連機器の学習につ
なげる。

2_ 1 シラバスとの関係 建築設備分野の基本事項

2_ 2 コマ主題
省エネルギー性能の高い住宅を目指すために、住宅関連の機器の基礎について学
習する。

2_ 3 コマ主題細目

①住宅関連の機器に関する情報源
②住宅関連の機器（給湯器）
③住宅関連の機器（暖冷房機器）
④住宅関連の機器（照明機器）
⑤住宅関連の機器（その他機器）
⑥省エネルギー型機器普及に向けた制度
⑦確認テスト【解答・解説含む、10分】

2_ 4 コマ主題細目深度
省エネルギー性能の高い住宅の設計を行うために、住宅関連の機器の基礎を学
び、省エネルギー型機器について理解する。

2_ 5 次コマとの関係
住宅関連機器の基本的事項を理解したうえで、再生可能エネルギー利用の学習に
つなげる。

3_ 1 シラバスとの関係 建築設備分野の基本事項

3_ 2 コマ主題
省エネルギー性能の高い住宅を目指すために、導入選択肢のひとつである再生可
能エネルギー利用設備について学習する。

3_ 3 コマ主題細目

①再生可能エネルギーの定義
②再生可能エネルギー関連の法律・制度
③太陽光発電
④太陽熱利用給湯・暖房
⑤地中熱利用ヒートポンプ
⑥確認テスト【解答・解説含む、10分】

3_ 4 コマ主題細目深度
再生可能エネルギー利用設備を導入することにより、家庭のエネルギー消費量を削
減することの重要性を理解する。

3_ 5 次コマとの関係 －

4_ 1 シラバスとの関係 建築設備分野の基本事項

4_ 2 コマ主題 1～3で学習した内容について、ワークショップで考え、発表する。

4_ 3 コマ主題細目

①グループ分け
②自己紹介
③1～3で学習した内容に関連した課題ついて、グループに分かれてワークショップ
④グループごとに発表
⑤講評

4_ 4 コマ主題細目深度 ワークショップにより、学習した内容の理解度を確認する。

4_ 5 次コマとの関係 －
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2 住宅関連の機器
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4 ワークショップ
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箋紙、サイ
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3
再生可能エネルギー利

用

文部科学省
講義/ワークショップ 評価方法

依田浩敏（近畿大学教授) 確認テスト及びワークショップでの作業、発表内容にて講座内容の理解度を評価する。
オリジナルテキスト

住環境エネルギー講座
設備編

CPD４単位
４ｈ
1

必修

環境・エネルギー分野 シラバス（概要）
建築系 現在、我が国では住環境に配慮した建築物への関心が高まってきています。

しかしその反面、住宅・建築分野はわが国のエネルギー消費の約３割を占め、核家族化による世帯数の増加、世帯床面積の
増加、家電の充実、ライフスタイルの変化で、エネルギー消費は増えています。
このような社会背景の中、建築業界にとって住環境エネルギーの省力化の工法や施工技術等は必要不可欠なスキルとなって
きています。
その中で、国としても「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進方策の中間報告では、平成32年までに新築住宅の省エ
ネルギー基準への100％適合化を目指して普及に取り組んでいます。
本講座は、ＣＰＤ認定講座として「住環境エネルギー講座(総論・ライフスタイル・計画・設備・施工・評価)」（プログラムＩＤ：
00173459・00179960・00179962）の幅広い領域の中の「設備」部分をさらに充実させた内容であり、現在のライフスタイルにお
いて、環境性能・省エネルギー性能の高い住宅の提供に伴う住宅省エネルギー化に対する基本的な知識をはじめ、省エネ住
宅関連設備・機器・性能、再生可能エネルギー関連、制度、基準などに関する知識や留意点を建築設備の観点から習得し、
現在の社会背景に適合する住環境エネルギーにおける建築設備の中核的な人材を養成することを目指します。

平成29年度
社会人

建築関連業務従事者
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3_ 2 コマ主題
省エネルギー性能の高い住宅を目指すために、導入選択肢のひとつである再生可
能エネルギー利用設備について学習する。

3_ 3 コマ主題細目

①再生可能エネルギーの定義
②再生可能エネルギー関連の法律・制度
③太陽光発電
④太陽熱利用給湯・暖房
⑤地中熱利用ヒートポンプ
⑥確認テスト【解答・解説含む、10分】

3_ 4 コマ主題細目深度
再生可能エネルギー利用設備を導入することにより、家庭のエネルギー消費量を削
減することの重要性を理解する。

3_ 5 次コマとの関係 －

4_ 1 シラバスとの関係 建築設備分野の基本事項

4_ 2 コマ主題 1～3で学習した内容について、ワークショップで考え、発表する。

4_ 3 コマ主題細目

①グループ分け
②自己紹介
③1～3で学習した内容に関連した課題ついて、グループに分かれてワークショップ
④グループごとに発表
⑤講評

4_ 4 コマ主題細目深度 ワークショップにより、学習した内容の理解度を確認する。

4_ 5 次コマとの関係 －

オリジナ
ルテキス
ト、確認テ
スト、PC、
プロジェク
ター、スク
リーン

コマシラバス
項目

1
総論

基準・制度

オリジナ
ルテキス
ト、確認テ
スト、PC、
プロジェク
ター、スク
リーン

2 住宅関連の機器

オリジナ
ルテキス
ト、省エネ
性能カタロ
グ、確認テ
スト、PC、
プロジェク
ター、スク

リーン

4 ワークショップ

オリジナ
ルテキス
ト、課題、
PC、プロ
ジェク
ター、スク
リーン、模
造紙、付
箋紙、サイ
ンペン

3
再生可能エネルギー利

用

文部科学省
講義/ワークショップ 評価方法

依田浩敏（近畿大学教授) 確認テスト及びワークショップでの作業、発表内容にて講座内容の理解度を評価する。
オリジナルテキスト

住環境エネルギー講座
設備編

CPD４単位
４ｈ
1

必修

環境・エネルギー分野 シラバス（概要）
建築系 現在、我が国では住環境に配慮した建築物への関心が高まってきています。

しかしその反面、住宅・建築分野はわが国のエネルギー消費の約３割を占め、核家族化による世帯数の増加、世帯床面積の
増加、家電の充実、ライフスタイルの変化で、エネルギー消費は増えています。
このような社会背景の中、建築業界にとって住環境エネルギーの省力化の工法や施工技術等は必要不可欠なスキルとなって
きています。
その中で、国としても「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進方策の中間報告では、平成32年までに新築住宅の省エ
ネルギー基準への100％適合化を目指して普及に取り組んでいます。
本講座は、ＣＰＤ認定講座として「住環境エネルギー講座(総論・ライフスタイル・計画・設備・施工・評価)」（プログラムＩＤ：
00173459・00179960・00179962）の幅広い領域の中の「設備」部分をさらに充実させた内容であり、現在のライフスタイルにお
いて、環境性能・省エネルギー性能の高い住宅の提供に伴う住宅省エネルギー化に対する基本的な知識をはじめ、省エネ住
宅関連設備・機器・性能、再生可能エネルギー関連、制度、基準などに関する知識や留意点を建築設備の観点から習得し、
現在の社会背景に適合する住環境エネルギーにおける建築設備の中核的な人材を養成することを目指します。

平成29年度
社会人

建築関連業務従事者





 
 
 
 
 
 
 
 

総 論／基準・制度 
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第（1/4回）2017年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

●

□1 □1

□2 □2

□3 □3

□4 □4

□5 □5

□6 □6

□7 □7

□8 □8

□9 □9

□10 □10

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□9

□10

現在、我が国では住環境に配慮した建築物への関心が高まってきています。
しかしその反面、住宅・建築分野はわが国のエネルギー消費の約３割を占め、核家族化による世帯数の増加、世帯床
面積の増加、家電の充実、ライフスタイルの変化で、エネルギー消費は増えています。
このような社会背景の中、建築業界にとって住環境エネルギーの省力化の工法や施工技術等は必要不可欠なスキルと
なってきています。
その中で、国としても「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進方策の中間報告では、平成32年までに新築
住宅の省エネルギー基準への100％適合化を目指して普及に取り組んでいます。
本講座は、ＣＰＤ認定講座として「住環境エネルギー講座(総論・ライフスタイル・計画・設備・施工・評価)」（プ
ログラムＩＤ：00173459・00179960・00179962）の幅広い領域の中の「設備」部分をさらに充実させた
内容であり、現在のライフスタイルにおいて、環境性能・省エネルギー性能の高い住宅の提供に伴う住宅省エネル
ギー化に対する基本的な知識をはじめ、省エネ住宅関連設備・機器・性能、再生可能エネルギー関連、制度、基準な
どに関する知識や留意点を建築設備の観点から習得し、現在の社会背景に適合する住環境エネルギーにおける建築設
備の中核的な人材を養成することを目指します。

●今日の授業

1授業シート

今日の授業： 住環境エネルギー講座～設備編～
総論／基準・制度

●シラバス

●キーポイント

総論／基準・制度

日本における2015年度の最終エネルギー消費の割合を部門別にみ
ると、家庭部門は13.8％である。

●参照資料

テキストP.3～P.4

【設備】分野の講座で学習する項目

日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費
（日本のエネルギー消費の経年変化）

日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費
（日本の部門別エネルギー消費）

日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費
（化石エネルギー依存度、自給率、電力化率）

日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費
（家庭部門のエネルギー消費の影響要因）

テキストP.5

テキストP.6

テキストP.7～P.8

テキストP.9～P.10

テキストP.11

テキストP.12

テキストP.13～P.15

テキストP.16～P.18

テキストP.19～P.23

●授業コメント

住環境エネルギー講座の中で、【設備】分野の講座の位置づけと学習する項目について解説し、日本や家庭のエネルギー消費実
態等の現状から、住宅の省エネルギー基準や、省エネルギー型機器普及に向けた制度の必要性について考究します。

●資格関連度 建築士・学科、うちエコ診断資格、家庭の省エネエキスパート、eco検定

住環境エネルギー講座の中で、【設備】分野の講座の位置づけと学
習する項目について理解する。

日本のエネルギー消費の経年変化傾向を知り、その理由について理
解する。

日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費
（家庭部門のエネルギー消費の推移）

日本における省エネルギー対策
（エネルギー政策）

日本における省エネルギー対策
（エネルギーの使用の合理化に関する法律）

日本の化石エネルギー依存度やエネルギー自給率の現状について理
解する。

家庭部門のエネルギー消費の増減に影響を与えている要因について
理解する。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法
律

住宅の省エネルギー基準
（一次エネルギー消費量、省エネ計算の手法）

家庭部門の2015年度におけるシェアは動力・照明他、給湯、暖
房、ちゅう房、冷房の順であった。

日本におけるエネルギー関連の政策と法律の概要について理解す
る。

エネルギーの使用の合理化に関する法律の概要について理解する。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の概要につい
て理解する。

住宅の省エネルギー基準の改正内容の概要と、設備分野の性能基
準、仕様基準の見直しについて理解する。
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以下の問いに、〇か×で答えよ。

第（1/4回）2017年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

問題1

解答1

問題2

解答2

問題3

解答3

問題4

解答4

問題5

解答5

問題6

解答6

問題7

解答7

問題8

解答8

問題9

解答9

問題10

解答10

カルテ 1
住環境エネルギー講座～設備編～
総論／基準・制度

氏名：

建築基準法（第2条第3号）では、「建築設備」を、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消
火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう、と定義されている。

日本における最終エネルギー消費の1973年度から2015年度までの伸びを部門別にみると、家庭部門は2.4倍であ
る。

日本における2015年度の最終エネルギー消費の割合を部門別にみると、家庭部門のシェアは8.9％である。

日本における2015年度の一次エネルギー国内供給をみると、化石エネルギーの依存度は90％を超える。

日本における2015年度のエネルギー自給率は15.0％である。

日本における2015年度の世帯当たりの用途別エネルギー消費をみると、シェアは動力・照明他、給湯、暖房、ちゅう
房、冷房の順となっている。

日本の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」は、石油危機を契機として1979年に制定された。

2013（平成25）年に改正された「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」では、外皮の断熱性能及
び設備性能を総合的に評価する一次エネルギー消費量が導入された。

2013（平成25）年に改正された「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」では、一次エネルギー消
費量に関する基準に、太陽光発電等による創エネルギーの取組の評価が加わった。

2013（平成25）年に改正された「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」の設備の仕様基準とし
て、一次エネルギー消費量の基準値を設定した際の標準設備と省エネ性能が同等以上の設備を設置することとされた。
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第（1/4回）2017年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

解答1

解説1

解答2

解説2

解答3

解説3

解答4

解説4

解答5

解説5

解答6

解説6

解答7

解説7

解答8

解説8

解答9

解説9

解答10

解説10

解答 1
住環境エネルギー講座～設備編～
総論／基準・制度

氏名：

○

問題文の記載の通り。【P.4参照】

×

日本における最終エネルギー消費の1973年度から2015年度までの伸びを部門別にみると、産業部門0.8倍、業務他
部門2.4倍、家庭部門1.9倍、運輸部門1.7倍である。【P.5参照】

×

日本における2015年度の最終エネルギー消費の割合を部門別にみると、産業部門45.3％、事業他部門18.2％、家庭
部門13.8％、運輸部門22.7％である。【P.6、P.9参照】

○

日本における2015年度の一次エネルギー国内供給をみると、化石エネルギー（石油、石炭、天然ガス）の依存度は
91.2％である。【P.7、P.8参照】

×

日本における2015年度のエネルギー自給率は7.0％である。【P.8参照】

○

問題文の記載の通り。【P.11参照】

○

問題文の記載の通り。【P.13参照】

○

問題文の記載の通り。【P.18参照】

○

問題文の記載の通り。【P.19参照】

○

問題文の記載の通り。【P.22参照】
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1_3コマ主題細目
③日本における省エネルギー対策

1)日本のエネルギー政策にはどのようなものがあるか理解する。
2)エネルギーの使用の合理化に関する法律の概要について理解する。

④建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
1)「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の概要について理解する。

⑤住宅の省エネルギー基準（一次エネルギー消費量、省エネ計算の手法）
1)住宅の省エネルギー基準の改正内容の概要を理解する。
2)設備分野の性能基準、仕様基準の見直しについて理解する。

⑥確認テスト【解答・解説含む、10分】

1_4コマ主題細目深度
省エネルギー性能の高い住宅の設計を行うために、住宅の省エネルギー基準や省エネル

ギー型機器普及に向けた制度があることを理解する。

１．総論／基準・制度

2

1_1シラバスとの関係
建築設備分野の基本事項

1_2コマ主題
家庭のエネルギー消費実態等の現状を理解するとともに、住宅の省エネルギー基準と、省

エネルギー型機器普及に向けた制度について学習する。

1_3コマ主題細目
①【設備】分野の講座で学習する項目

1)住環境エネルギー講座の中で、【設備】分野の講座の位置づけと学習する項目につい
て理解する。

②日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費実態
1)日本のエネルギー消費の経年変化傾向を知り、その理由について理解する。
2)日本のエネルギー消費の部門別の経年変化傾向を知り、その理由について理解する。
3)日本のエネルギー消費のエネルギー源別経年変化傾向を知り、その理由について理解

する。
4)日本の化石エネルギー依存度やエネルギー自給率の現状について理解する。
5)最終エネルギー消費全体に占める家庭部門の比率を知り、家庭部門のエネルギー消費

の増減に影響を与えている要因について理解する。
6)家庭部門の用途別エネルギー消費の推移について理解する。
7)家庭部門におけるエネルギー源別消費の推移について理解する。

１．総論／基準・制度

1
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建築設備とは

○ 建築基準法の定義（第2条第3号）
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しく

は汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

建築設計 意匠設計

電力・通信設備

空気調和換気設備

給排水衛生設備

構造設計

設備設計 電気設備

機械設備

○ 設計では

１．総論／基準・制度 ①【設備】分野の講座で学習する項目

4

住環境エネルギー講座
１．総論／基準・制度 ①【設備】分野の講座で学習する項目

１．計画

建築環境工学分野の基本事項

1
総論
熱環境

2
光環境
空気環境

3 省エネルギー基準

4 ワークショップ

２．設備

建築設備分野の基本事項

1
総論
基準・制度

2 住宅関連の機器

3 再生可能エネルギー利用

4 ワークショップ

３．施工

建築設計・施工の基本事項

1
総論
省エネルギー住宅づくりの基本

2 省エネルギー住宅の施工ポイント

3
省エネルギーリフォーム
環境配慮型住宅・省エネルギー住宅の事例

4 ワークショップ

４．評価

省エネルギー住宅の評価・普及制度

1
総論
住宅の省エネルギー基準

2 誘導基準

3
性能表示・ラベリング制度
住環境エネルギーに関わる人材

4 ワークショップ

3
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最終エネルギー消費（割合）

（注1）Ｊ（ジュール）＝エネルギーの大きさを示す指標の1つで、1MJ＝0.0258×10-3原油換算kl
（注2）「総合エネルギー統計」は、1990年度以降の数値について算出方法が変更されている。
（注3）産業部門は農林水産鉱建設業と製造業の合計。
（注4）1993年度以前のＧＤＰは日本エネルギー経済研究所推計。

 企業・事業所他部門では第一次石油ショック以降、経済成長する中でも製造業を中心に省エネルギー化が進んだことから微増で推
移した。
 家庭部門・運輸部門ではエネルギー機器や自動車などの普及が進んだことから、大きく増加した。
 その結果、企業・事業所他、家庭、運輸の各部門のシェアは第一次石油ショック当時の1973年度の74.7％、8.9％、16.4％から、
2015年度には63.5％、13.8％、22.7％へと変化した。

資源エネルギー庁：「平成28年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2017）」、平成29年6月

１．総論／基準・制度 ②日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費

6

最終エネルギー消費と実質ＧＤＰの推移（総量）

１．総論／基準・制度 ②日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費

資源エネルギー庁：「平成28年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2017）」、平成29年6月

（注1）Ｊ（ジュール）＝エネルギーの大きさを示す指標の1つで、1MJ＝0.0258×10-3原油換算kl
（注2）「総合エネルギー統計」は、1990年度以降の数値について算出方法が変更されている。
（注3）産業部門は農林水産鉱建設業と製造業の合計。
（注4）1993年度以前のＧＤＰは日本エネルギー経済研究所推計。

日本のエネルギー情勢
 2004年度をピークにエネルギー消費は減少傾向にある。2011年度からは東日本大震災以降の節電意識の高まりなどによって更に
減少が進んだ。
 1973年度から2015年度までの伸びは、企業・事業所他部門が1.0倍、家庭部門が1.9倍、運輸部門が1.7倍となった。企業・事業
所他部門では第一次石油ショック以降、経済成長する中でも製造業を中心に省エネルギー化が進んだことから微増で推移した。一方、
家庭部門・運輸部門ではエネルギー利用機器や自動車などの普及が進んだことから、大きく増加した。

5
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主要国の化石エネルギー依存度（2014年）

日本の一次エネルギー国内供給構成及び自給率の推移

（注）化石エネルギー依存度（％）＝（一次エネルギー供給のうち原油・石油製品、石炭、天然ガスの供給） ／ （一次エネルギー供給）×100

（注1）ＩＥＡは原子力を国産エネルギーとしている。 （注2）エネルギー自給率（％）＝国内産出／一次エネルギー供給×100
（注3）2015年はＩＥＡによる推計値である。

 2014年の日本の依存度は94.7％であ
り、原子力や風力、太陽光などの導入を
積極的に進めているフランスやドイツなど
と比べると依然として高い水準だった。
 このため、そのほとんどを輸入に依存し
ている我が国にとって化石燃料の安定的
な供給は大きな課題となっている。

 1960年には主に石炭や水力など国内の天然資源により58.1％であったエネルギー自給率は、それ以降大幅に低下した。
 石炭・石油だけでなく、石油ショック後に普及拡大した液化天然ガス（ＬＮＧ）は、ほぼ全量が海外から輸入されている。2015年は新
エネルギー等の導入や原子力発電所の再稼働が進み、我が国のエネルギー自給率は2014年の過去最低の6.0％から、7.0％（推計
値）となった。

資源エネルギー庁：「平成28年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2017）」、平成29年6月

１．総論／基準・制度 ②日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費

8

一次エネルギー国内供給及び電力化率の推移

（注1）「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値について算出方法が変更されている。
（注2）「新エネルギー・地熱等」とは、太陽光、風力、バイオマス、地熱などのこと。

 一次エネルギー国内供給に占める石油の割合は、2010年度には、39.8％と第一次石油ショック時の1973年度における75.5％か
ら大幅に改善され、その代替として、石炭、天然ガス、原子力の割合が増加するなど、エネルギー源の多様化が図られた。
 2011年に発生した東日本大震災とそれによる原子力発電所の停止により、原子力の代替発電燃料として化石燃料の割合が増加
し、近年減少傾向にあった石油の割合は2012年度に44.1％まで上昇した。2015年度には、発電部門において、再生可能エネル
ギーの導入や原子力の再稼働が進んだことなどにより石油火力の発電量が減少し、石油の割合は41.0％となり、3年連続で減少した。
 電気は家庭用及び業務用を中心にその需要は増加の一途をたどっている。電力化率は、1970年度には12.7％だったが、2015年
度には24.7％に達した。

年度 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

電力化率 13.0% 12.7% 14.4% 16.6% 18.8% 20.7% 21.3% 22.5% 23.2% 25.2% 24.7%

資源エネルギー庁：「平成28年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2017）」、平成29年6月

１．総論／基準・制度 ②日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費

7



12

（注）カラーテレビのうち、ブラウン管テレビは2012年度調査で終了。

家庭用エネルギー消費機器の保有状況

（注1）エアコンは冷房・暖房期間中の電力消費量。冷暖房兼用・
壁掛け型・冷房能力2.8kWクラス・省エネルギー型の代表機種
の単純平均値

（注2）電気冷蔵庫は年間消費電力量。定格内容積400リットルと
する場合。定格内容積当たりの年間消費電力量は主力製品
（定格内容積401～450リットル）の単純平均値を使用。

（注3）テレビは年間電力消費量。ワイド32型のカタログ値の単純
平均値。

主要家電製品のエネルギー効率の変化

 世帯数の増加と家電製品などの普及による世帯当たり消費量増がともに増加に寄与していた。
 省エネ技術の普及や世帯人員の減少などに加え、震災後には省エネルギーへの取組の強化が、増加し続ける世帯数の増加寄与を
上回り、家庭部門のエネルギー消費量を抑えた。

資源エネルギー庁：「平成28年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2017）」、平成29年6月

１．総論／基準・制度 ②日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費

10

右上：
（注1）1993年度以前の個人消費は日本エネルギー経済研究所推計。
（注2）「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変

更されている。

家庭部門におけるエネルギー消費の推移
最終エネルギー消費の構成比

（2015年度）

家庭部門のエネルギー消費の要因分析

（注）構成比は端数処理（四捨五入）の関係で合計が100％とならないことがある。

家庭のエネルギー消費実態

右下：
（注1）「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変

更されている。
（注2）完全要因分析法で交絡項を均等配分する。

 2015年度の最終エネルギー消費全体に占める家庭部門の比率は13.8％。
 家庭部門のエネルギー消費は、生活の利便性・快適性を追求する国民のライフスタイルの変化、世帯数増加などの社会構造変化の
影響を受け、個人消費の伸びとともに、著しく増加した。第一次石油ショックのあった1973年度の家庭部門のエネルギー消費量を
100とすると、2000年度には216.9まで拡大した。その後省エネルギー技術の普及と国民の環境保護意識の高揚に従って、低下傾
向となり、2015年度には189.7まで低下した。
 世帯当たり消費量の増減（原単位要因）及び世帯数の増減（世帯数要因）が家庭部門のエネルギー消費の増減に影響を与えている。

資源エネルギー庁：「平成28年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2017）」、平成29年6月

１．総論／基準・制度 ②日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費

9
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○ 『エネルギーの使用の合理化に関する法律』【省エネ法】
 1979年制定
 1983年・1993年・1998年・2002年・2005年・2008年・2013年改正
 内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送、

建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなど

○ 『新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法』【新エネルギー法】
 1997年制定
 新エネルギーとは、 「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、

石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」

○ 『エネルギー需給に関する施策に関して基本方針を定める法律』
【エネルギー政策基本法】

 2002年制定
 基本理念

①安定供給の確保(供給源の多様化、自給率の向上、エネルギー分野における安全保障)
②環境への適合(地球温暖化の防止、地域環境の保全、循環社会の形成)
③市場原理の活用(上記2点の政策目的を十分考慮しつつ、規制緩和等の施策を推進) など

○ 『電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法』
【再生可能エネルギー特別措置法】

 2011年制定
 再生可能エネルギー源を用いて発電された電気について、国が定める一定の期間・価格で電気事業者が買い取

ることを義務付ける。
 また、買取に要した費用に充てるため各電気事業者がそれぞれの需要家に対して使用電力量に比例した賦課金

（サーチャージ）の支払を請求することを認めるとともに、地域間でサーチャージの負担に不均衡が生じないよう必
要な措置を講じる。

日本のエネルギー政策（抜粋）
１．総論／基準・制度 ③日本における省エネルギー対策

12

家庭部門におけるエネルギー源別消費の推移

（注1）「 総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
（注2） 構成比は端数処理（四捨五入）の関係で合計が100％とならないことがある。

世帯当たりのエネルギー消費原単位と用途別エネルギー消費の推移

（注1）｢総合エネルギー統計｣では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。
（注2） 構成比は端数処理（四捨五入）の関係で合計が100％とならないことがある。

 1965年度におけるシェアは、給湯、暖房、動力・照明他、ちゅう房、冷房の順だったが、家電機器の普及・大型化・多様化や生活様
式の変化などに伴い、動力・照明他用のシェアが増加した。またエアコンの普及などにより冷房用が増加し、相対的に暖房用・ちゅう
房用・給湯用が減少した。この結果、2015年度におけるシェアは動力・照明他、給湯、暖房、ちゅう房、冷房の順となった。

 我が国の高度経済成長が始まったとされる1965年度頃までは家庭部門のエネルギー消費の3分の1以上を石炭が占めていたが、そ
の後主に灯油に代替され、1973年度には石炭はわずか6％程度になった。その後の新たな家電製品の普及、大型化・多機能化など
によって電気のシェアは大幅に増加した。また、オール電化住宅の普及拡大もあり、電気のシェアは2015年度には51.4％となった。

資源エネルギー庁：「平成28年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2017）」、平成29年6月

１．総論／基準・制度 ②日本のエネルギー情勢・家庭のエネルギー消費

11
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資源エネルギー庁 省エネルギー対策課：「省エネルギー政策の動向 2016以降の展開」、平成28年2月

省エネ法の変遷

１．総論／基準・制度 ③日本における省エネルギー対策

14

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課：「省エネルギー政策の動向 2016以降の展開」、平成28年2月

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）の概要

１．総論／基準・制度 ③日本における省エネルギー対策

13
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資源エネルギー庁 省エネルギー対策課：「今後の省エネルギー政策について～住宅・建築物関連～」、平成28年3月

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

2015年7月公布、2016年4月施行

１．総論／基準・制度 ④建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

16

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課：「今後の省エネルギー政策について～住宅・建築物関連～」、平成28年3月

長期エネルギー需給見通しにおける省エネルギー対策

１．総論／基準・制度 ③日本における省エネルギー対策

15
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国土交通省：「省エネルギー基準改正の概要」

１．総論／基準・制度 ④建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

18

国土交通省：「省エネルギー基準改正の概要」

１．総論／基準・制度 ④建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

17
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国土交通省：「省エネルギー基準改正の概要」

１．総論／基準・制度 ⑤住宅の省エネルギー基準

20

国土交通省：「省エネルギー基準改正の概要」

１．総論／基準・制度 ⑤住宅の省エネルギー基準

19
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国土交通省：「省エネルギー基準改正の概要」

１．総論／基準・制度 ⑤住宅の省エネルギー基準

22

国土交通省：「省エネルギー基準改正の概要」

１．総論／基準・制度 ⑤住宅の省エネルギー基準

21
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国土交通省：「省エネルギー基準改正の概要」

１．総論／基準・制度 ⑤住宅の省エネルギー基準

23
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第（2/4回）2017年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

●

□1 □1

□2 □2

□3 □3

□4 □4

□5 □5

□6 □6

□7 □7

□8 □8

□9 □9

□10 □10

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□9

□10

生活分野に関連する機器に関する情報源として、省エネ性能カタロ
グや、省エネ製品買替ナビゲーション「しんきゅうさん」がある。

2授業シート

今日の授業： 住環境エネルギー講座～設備編～
住宅関連の機器

●シラバス

住宅関連の機器
（給湯器）

住宅関連の機器
（暖冷房機器）

住宅関連の機器
（暖冷房機器、ヒートポンプの効率）

住宅関連の機器
（照明機器）

現在、我が国では住環境に配慮した建築物への関心が高まってきています。
しかしその反面、住宅・建築分野はわが国のエネルギー消費の約３割を占め、核家族化による世帯数の増加、世帯
床面積の増加、家電の充実、ライフスタイルの変化で、エネルギー消費は増えています。
このような社会背景の中、建築業界にとって住環境エネルギーの省力化の工法や施工技術等は必要不可欠なスキル
となってきています。
その中で、国としても「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進方策の中間報告では、平成32年までに新築
住宅の省エネルギー基準への100％適合化を目指して普及に取り組んでいます。
本講座は、ＣＰＤ認定講座として「住環境エネルギー講座(総論・ライフスタイル・計画・設備・施工・評価)」（プ
ログラムＩＤ：00173459・00179960・00179962）の幅広い領域の中の「設備」部分をさらに充実させ
た内容であり、現在のライフスタイルにおいて、環境性能・省エネルギー性能の高い住宅の提供に伴う住宅省エネ
ルギー化に対する基本的な知識をはじめ、省エネ住宅関連設備・機器・性能、再生可能エネルギー関連、制度、基
準などに関する知識や留意点を建築設備の観点から習得し、現在の社会背景に適合する住環境エネルギーにおける
建築設備の中核的な人材を養成することを目指します。

●今日の授業 ●キーポイント

住宅関連の機器

住宅関連の機器に関する情報源

テキストP.42、省エネ性能カタログ

テキストP.43、省エネ性能カタログ

●授業コメント

●参照資料

テキストP.26、省エネ性能カタログ

テキストP.27～P.32、省エネ性能カタログ

テキストP.33～P.34、省エネ性能カタログ

テキストP.35、省エネ性能カタログ

テキストP.40、省エネ性能カタログ

住宅関連のその他機器の仕組みを理解するとともに、省エネルギー
に繋がる使い方や買い替え方を理解する。

待機時消費電力とは、機器を使用していないのに消費される電力の
ことであり、家庭の一世帯あたりの全消費電力量の5.1％に相当す
る。

トップランナー基準の対象特定機器は、2017年3月現在で32品目
あり、断熱材、複層ガラス、サッシも対象となっている。

テキストP.41、省エネ性能カタログ

省エネルギー型機器普及に向けた制度
（省エネラベリング制度）

省エネラベリング制度の対象となっている機器は、2017年4月現
在で22品目ある。

省エネルギー型機器普及に向けた制度
（国際エネルギースタープログラム）

国際エネルギースタープログラムは、省エネ性能の優れた上位
25％の製品が適合となるように基準が設定されており、9品目が対
象である。

テキストP.36～P.38、省エネ性能カタログ

テキストP.39、省エネ性能カタログ

給湯器の仕組みを理解するとともに、省エネルギーに繋がる使い方
や買い替え方を理解する。

暖冷房機器の仕組みを理解するとともに、省エネルギーに繋がる使
い方や買い替え方を理解する。

ヒートポンプの効率を示す指標とされる、COPやAPFとはどのよ
うなものか理解する。

照明機器の仕組みを理解するとともに、省エネルギーに繋がる使い
方や買い替え方を理解する。

家庭で使用する機器を選択する際に、省エネルギー性能の高いものを選び、適切に使用することで、家庭のエネルギー消費量を
削減することの重要性を理解しましょう。

●資格関連度 建築士・学科、うちエコ診断資格、家庭の省エネエキスパート、eco検定

住宅関連の機器
（その他機器）

住宅関連の機器
（その他機器、待機時消費電力）

省エネルギー型機器普及に向けた制度
（トップランナー基準）
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以下の問いに、〇か×で答えよ。

第（2/4回）2017年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

問題1

解答1

問題2

解答2

問題3

解答3

問題4

解答4

問題5

解答5

問題6

解答6

問題7

解答7

問題8

解答8

問題9

解答9

問題10

解答10

カルテ 2
住環境エネルギー講座～設備編～
住宅関連の機器

氏名：

毎年2回資源エネルギー庁より発行される「省エネ性能カタログ」は、家電製品及びガス・石油機器について、エネル
ギー消費効率によるランキングが掲載されている。

エコキュート（自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器）は、貯湯ユニットとヒートポンプユニットが必要なので設置に場
所をとるものの、電気温水器と比較して構造が簡単で、運転音もしないという特徴がある。

コージェネレーションシステムは、発電に伴う廃熱を冷暖房・給湯などの熱源として有効利用するもので、エネルギー
利用の総合効率の向上を主な目的として導入される。

ヒートポンプは、温度の高いところから温度の低いところへ熱を移動させる仕組みである。

通年エネルギー消費効率(APF)とは、省エネ性能を示す指標のひとつであり、「冷房期間＋暖房期間を通じた除去・供
給熱量」を「冷房期間＋暖房期間に消費する総電力量」で除したものである。

LEDランプは、小型、軽量、省電力、長寿命、熱放射が少ないなどの特徴がある。

一般電球タイプE26口金640ルーメン(lm)以上とされるLEDランプは、一般白熱電球の50ワット(W)に相当する。

内蔵時計やメモリー、モニター表示は、待機時消費電力に含まれない。

トップランナー制度では、対象となる機器の範囲、および対象事業者の要件は、「トップランナー基準法（機器による
エネルギー消費の合理化に関する法律）」で定められている。

統一省エネラベルは、省エネラベル情報に加え、当該製品の省エネ性が市場に供給されている機器の中でどこに位置づ
けられているかを3段階の星印で評価した多段階評価で表示するものである。
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第（2/4回）2017年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

解答1

解説1

解答2

解説2

解答3

解説3

解答4

解説4

解答5

解説5

解答6

解説6

解答7

解説7

解答8

解説8

解答9

解説9

解答10

解説10

解答 2
住環境エネルギー講座～設備編～
住宅関連の機器

氏名：

○

問題文の記載の通り。【P.26参照】

×

エコキュートはヒートポンプの原理でお湯を沸かすためエアコンの室外機と同様の音がする。【P.28参照】

○

コージェネレーションシステムは、発電に伴って発生した廃熱を冷暖房や給湯などの熱源として有効利用する熱併給発
電システムであり、一つのエネルギー源から電力や熱などを同時に取り出すことができ、エネルギーの総合効率の向上
させることができる。【P.31参照】

×

ヒートポンプは、温度の低いところから温度の高いところへ熱を移動させる仕組みである。【P.34参照】

○

問題文の記載の通り。【P.35参照】

○

LEDは、半導体に電流を流すことで発光する仕組みの照明で、小型・軽量で、省電力、長寿命、低発熱のほか点滅応答
時間も極めて短いことが特徴である。【P.37参照】

○

問題文の記載の通り。【P.38参照】

×

内蔵時計やメモリー、モニター表示は、待機時消費電力に含まれる。【P.40参照】

×

トップランナー制度では、対象となる機器の範囲、および対象事業者の要件は、「省エネ法（エネルギー使用の合理化
等に関する法律）」で定められている。【P.41参照】

×

統一省エネラベルは、省エネラベル情報に加え、当該製品の省エネ性が市場に供給されている機器の中でどこに位置づ
けられているかを5段階の星印で評価した多段階評価で表示するものである。【P.42参照】
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2_3コマ主題細目
⑥省エネルギー型機器普及に向けた制度

1)省エネルギー型機器普及に向けたトップランナー基準について理解する。
2)省エネルギー型機器普及に向けた省エネラベリング制度について理解する。
3)省エネルギー型機器普及に向けた国際エネルギースタープログラムについて理解する。

⑦確認テスト【解答・解説含む、10分】

2_4コマ主題細目深度
省エネルギー性能の高い住宅の設計を行うために、住宅関連の機器の基礎を学び、省エネ

ルギー型機器について理解する。

２．住宅関連の機器

25

2_1シラバスとの関係
建築設備分野の基本事項

2_2コマ主題
省エネルギー性能の高い住宅を目指すために、住宅関連の機器の基礎について学習する。

2_3コマ主題細目
①住宅関連の機器に関する情報源

1)生活分野に関連する機器に関する情報源を理解する。

②住宅関連の機器（給湯器）
1)給湯器の仕組みを理解するとともに、省エネルギーに繋がる使い方や買い替え方を理

解する。

③住宅関連の機器（暖冷房機器）
1)暖冷房機器に関連する機器の仕組みを理解するとともに、省エネルギーに繋がる使い

方や買い替え方を理解する。

④住宅関連の機器（照明機器）
1)照明機器に関連する機器の仕組みを理解するとともに、省エネルギーに繋がる使い方

や買い替え方を理解する。

⑤住宅関連の機器（その他機器）
1)その他機器に関連する機器の仕組みを理解するとともに、省エネルギーに繋がる使い

方や買い替え方を理解する。
2)待機時消費電力、またその削減方法について理解する。

２．住宅関連の機器

24



27

電気温水器システム概要図

給湯器

株式会社キュウヘン：「ユノカ給湯器総合カタログ」、平成27年6月

○ 電気給湯器

① 電気温水機
電気を使ってヒーターを暖め、そのヒーターで水を暖めてお湯を作る。火を使わないので、不完全燃

焼やガス漏れがない。室内に設置できる。
・瞬間式・・・貯める機能はない
・貯湯式・・・深夜電力を利用することが多い

２．住宅関連の機器 ②住宅関連の機器(給湯器)
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省エネ性能カタログ

資源エネルギー庁HP：「省エネを実践したい方へ」、http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/
資源エネルギー庁HP：「省エネ性能カタログ2017年 夏版」、

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/pdf/summer2017.pdf
環境省HP：「省エネ製品買替ナビゲーション しんきゅうさん」、http://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/index.html

家電製品及びガス・石油機器、オ
フィス機器のエネルギー消費効率や
代表的な機能のデータ集。家電製品
及びガス・石油機器については、エネ
ルギー消費効率によるランキングが
掲載されている。
●対象品目
エアコン、液晶テレビ、電気冷蔵庫、

電気冷凍庫、ジャー炊飯器、電子レ
ンジ、照明器具（蛍光灯器具、電球
形蛍光ランプ、電球形LEDランプ）、
電気便座、ストーブ（ガス・石油）、ガ
ス調理機器、温水機器（ガス・石油）

インターネット上に公開されたサービスで、だれで
もWebブラウザーを使ってアクセスすることで利用
できる。

使用中の電化製品（エアコン、テレビ、冷蔵庫、
照明器具、温水洗浄便座）を新しい省エネ製品へ
買い換えることで、消費電力量、ＣＯ２排出量、電
気代等がどの程度削減できるかをグラフで表示さ
れる。

省エネ製品買替ナビゲーション
「しんきゅうさん」

２．住宅関連の機器 ①住宅関連の機器に関する情報源

生活分野に関連する機器に関する情報源

26
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給湯器の種類（ガス式・石油式）

１台で台所、洗面所、浴室の給湯に利用できる瞬間式湯沸器や給湯付ふろ釜が一般的。また、給
湯と暖房とが同時に行えるものもある。
ガス温水機器の給湯能力は号数※で、石油温水機器の給湯能力は連続給湯出力（kW）で示される。

号数、給湯出力が大きいほど数カ所で給湯を行っても、湯量が不足せずに余裕を持って利用できる。
エネルギー消費効率が100％に近いほど、省エネ性が優れた機器といえる。

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課：「省エネ性能カタログ 2015年冬版」

○ ガス・石油給湯器

※1リットルの水を1分間に25℃上昇させる能力（出力で1,744W）を1号としている。

２．住宅関連の機器 ②住宅関連の機器(給湯器)
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エコキュート概要図（浴槽追炊きフルオートタイプ）

② エコキュート（自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器）
コンプレッサーで大気の熱を汲み上げ、給湯の熱エネルギーを作るヒートポンプなので、使用する電

気エネルギーに対して約３倍の熱エネルギーを得ることができる。
冷媒としてフロンではなく、自然界に存在するＣＯ２を使用するためオゾン層破壊や温室効ガス排出

の抑制につながる。
割安の夜間電力を使用することによってランニングコストを低減できる。

株式会社キュウヘン：「ユノカ給湯器総合カタログ」、平成27年6月

電気給湯器

２．住宅関連の機器 ②住宅関連の機器(給湯器)

28
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エコウィルの仕組み

○ 家庭用コージェネレーション

① エコウィル（ガスエンジンコージェネレーション）
ガスエンジンを用いた家庭用コージェネレーションシステム。ガスエンジンで電気を作ると共に、排熱

で温水を作る。
発電時に発生する熱を、給湯や暖房に活用し、１次エネルギーの消費量を約22％、地球温暖化の

原因となるＣＯ２を約32％も削減する。
エネルギー利用率は85.5％と、従来の電気供給システムに比べて2倍以上のエネルギー効率。

（一社）日本ガス協会HP：「マイホーム発電エコウィルの仕組み」、http://www.gas.or.jp/ecowill/

 コージェネレーションシステム(Cogeneration system)
発電の際の排熱を冷暖房や給湯の熱源として利用するように、１つのエネ

ルギー源から電力と熱の２つを同時に取り出し、エネルギーの有効利用を図
るシステム。

２．住宅関連の機器 ②住宅関連の機器(給湯器)
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従来型給湯器と潜熱回収型給湯器

① エコジョーズ
天然ガスを利用した潜熱回収型のガス給湯器。高効率なガス給湯器である。
これまで利用せずに捨てていた排気熱（潜熱）【約200℃】を二次熱交換機によって回収し、熱効率

を従来の85％から90％まで向上させた。これによってランニングコストの大幅な削減を実現し、ガスの
使用量が減り、二酸化炭素の削減につながる。

（一社）日本ガス協会HP：「高効率ガス給湯器エコジョーズの仕組み」、http://www.gas.or.jp/ecojoese/

○ 潜熱回収型給湯器

② エコフィール
石油を利用した潜熱回収型の石油給湯器。高効率な石油給湯器である。

２．住宅関連の機器 ②住宅関連の機器(給湯器)

30
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暖冷房機器

○ 温め方の種類
 対流式暖房
暖房器具が暖かい空気を吹き出してその空気を循環させることにより部屋を暖める暖房。輻射式暖

房と比較して部屋全体を暖める能力が高い。一方で壁や床などを暖める能力は低いため、部屋の温
度が上がっても体感温度は低く感じる。

 輻射式暖房
輻射熱を利用する暖房。太陽の光と同じように暖房器具から出される赤外線があたっている場所が

暖かくなる。ヒーターにあたって部分はすぐに暖かくなるが、あたっている部分を暖めるので部屋全体を
暖める能力は対流式より弱い。

○ 温める能力（空間）
 全体暖房
部屋全体を暖めるような暖房。部屋全体を暖める能力が高いため、それぞれの部屋や場所でのメイ

ン暖房器具として使われる。

 部分暖房
ごく一部の限られた場所を暖めるタイプ。どちらかというと補助的な暖房として使われることが多い。

一部の空気を暖めるというよりも、部分暖房機のそばにいる人を直接暖めるタイプが主流である。

２．住宅関連の機器 ③住宅関連の機器(暖冷房機器)
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エネファームの仕組み

② エネファーム（燃料電池コージェネレーション）
燃料電池の仕組みを利用したコージェネレーションシステム。
エネファーム導入による家庭の一次エネルギー使用量の削減率は約23％（新エネルギー財団資料）。
自立運転が可能な製品も登場したため、非常時や緊急時にも役立てることができる。

（一社）燃料電池普及促進協会HP：「エネファームについて」、http://www.fca-enefarm.org/about.html
（一社）日本ガス協会HP：「燃料電池」、http://www.gas.or.jp/fuelcell/

 燃料電池
水の電気分解の逆反応（水素と酸素が化合して水ができるときに電力が発生する）原理を利用したもの。
燃料の水素は天然ガス（LNG）、ナフサ、メタノールから製造できる。酸素は大気中から採取する。
発電効率・総合熱効率が高い、騒音・振動が少ない、有害な排気ガスがほとんど発生しない、といった特徴がある。

燃料電池の種類

家庭用コージェネレーション

２．住宅関連の機器 ②住宅関連の機器(給湯器)
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○ ヒートポンプの効率

① ＣＯＰ[Coefficient Of Performance]
日本語では「成績係数」という。エアコンに関していえば、電力を１kW使って、どれだけの冷房・暖房

効果が得られるかを示す指標として利用されている。 定格冷房(暖房)能力〔kW〕
ＣＯＰ ＝

定格消費電力〔kW〕
② ＡＰＦ[Annual Performance Factor]
日本語では「通年エネルギー消費効率」という。2006年９月に改正された『省エネ法(エネルギーの

使用の合理化に関する法律)』にて、ＣＯＰに代わる省エネの基準値として採用された。ＣＯＰに対し、
より実使用状態に沿った省エネ性能を示す指標である。
ＡＰＦは、日本工業規格(ＪＩＳ)で定められている「ＪＩＳ Ｃ 9612」という規格に基づいて運転環境を

定め、その環境下で1年間エアコンを運転した場合の運転効率を示す。
その運転環境とは、東京地区における木造住宅の南向きの洋室で、冷房では6月2日から9月21日、

暖房では10月28日から4月14日の期間中、6時から24時の18時間に、外気温度が24℃以上の時
に冷房、16℃以下の時に暖房を使用するというものである。

冷房期間＋暖房期間を通じた除去・供給熱量〔kWh〕
ＡＰＦ ＝

冷房期間＋暖房期間に消費する総電力量〔kWh〕

２．住宅関連の機器 ③住宅関連の機器(暖冷房機器)
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ヒートポンプの原理
（一財）ヒートポンプ・蓄熱センターHP：「ヒートポンプとは」、http://www.hptcj.or.jp/study/tabid/102/Default.aspx

○ ヒートポンプ

温度の低いところから温度の高いところへ熱を移動させる仕組み。ヒートポンプを搭載するエアコン
では、屋外の空気から熱を集めて室内に放出することで暖房を、室内の空気から熱を集めて室外に
放出することで冷房を行なっている。
物質には、圧縮させると温度が上がり、膨張させると温度が下がるという性質があるが、ヒートポン

プはこの性質を利用している。

２．住宅関連の機器 ③住宅関連の機器(暖冷房機器)

34
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白色LEDの主な発光方式
（一社）日本照明工業会：「電球型LEDランプガイドブック」

２．住宅関連の機器 ④住宅関連の機器(照明機器)

○ ＬＥＤ（Light Emitting Diode:発光ダイオード）照明
白色LEDの主な発光方式

1)青色LEDにより黄色蛍光体を光らせる方式
2)近紫外LEDまたは紫色LEDにより、赤色・緑色・青色の蛍光体を光らせる方式
3)赤色LED・緑色LED・青色LEDを組み合わせる方式

照明用途から見たLEDの特長
1)省エネとコスト比較
2)高い発光効率
3)長寿命
4)小型・薄型
5)赤外線・紫外線をほとんど含まない
6)低温で発光効率が低下しない
7)環境に有害な物質を含まない
8)衝撃・振動に強い
9)調色・調光・点滅が自在

37

照明用人工光源の主な特性、特徴、用途

照明機器

日本建築学会：「建築環境工学用教材 環境編」

出典）照明学会編：新・照明教室、照明の基礎知識中級編（改訂版）、pp.17-18、2005など

 ランプ効率
効率〔lm/Ｗ〕＝発散光束〔lm〕／消費電力〔Ｗ〕

 色温度
光源の出す光の色を、これと等しい光色を出す黒体の温度によって表したもの。

 演色性
JISにおいて演色性の評価方法が定められている。基準光源と試料光源で照明した時の色ずれ(色度の差)を100から差し引いたも

のを演色評価数といい、８色ほどの試験色の平均である平均演色評価数Ｒaによって演色性を示す。

２．住宅関連の機器 ④住宅関連の機器(照明機器)

36
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二次電池の性能比較

蓄電システム

資源エネルギー庁：「蓄電池技術の現状と取組について」、平成21年2月

鉛電池

ＮａＳ電池

ニッケル水素電池

リチウムイオン電池

２．住宅関連の機器 ⑤住宅関連の機器(その他機器)
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２．住宅関連の機器 ④住宅関連の機器(照明機器)

特定非営利活動法人LED照明推進協議会HP：「LED電球の特徴と選び方のポイント」、 http://www.led.or.jp/led/led_denkyu.htm
（一社）日本照明工業会HP：「電球形LEDランプの正しい選び方」、http://www.jlma.or.jp/akari/led/choice.html

○ ＬＥＤ（Light Emitting Diode:発光ダイオード）照明
電球形LEDランプの選び方

1)口金のサイズ
2)種類
3)明るさ
4)光の広がり方（配光）
5)光色【電球色、昼白色、昼光色】
6)使用する器具

【密閉照明器具での使用、調光器との組み合わせ、断熱施工照明器具での使用】

一般電球形
ミゼットレフ形
ビームランプ形

E26口金（26mm）

ミニクリプトン形 E17口金（17mm）

ハロゲン電球形 E11口金（11mm）

一般電球タイプ E26口金

一般白熱電球
ワット(W)相当

20 30 40 50 60 80 100 150 200

ルーメン(lm)値
170
以上

325
以上

485
以上

640
以上

810
以上

1160
以上

1520
以上

2400
以上

3330
以上

一般電球タイプ E17口金

小形電球
ワット(W)相当

25 40 50 60 75 100

ルーメン(lm)値
230
以上

440
以上

600
以上

760
以上

1000
以上

1430
以上

38
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民生・運輸部門の省エネルギーの主要な対策の1つとして、機器のエネルギー消費効率基準の策定
方法にトップランナー方式を採用した「トップランナー基準」が導入された。
エネルギー多消費機器のうち省エネ法で指定するもの（特定機器という）の省エネルギー基準を、

各々の機器において、基準設定時に商品化されている製品のうち最も省エネ性能が優れている機器
の性能以上に設定する。

○ 対象特定機器（2017年3月現在）

 機器：
乗用自動車、貨物自動車、エアコンディショナー、テレビジョン受信
機、ビデオテープレコーダー、蛍光灯器具、複写機、電子計算機、
磁気ディスク装置、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、ガス調理
機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、自動販売機、変
圧器、ジャー炊飯器、電子レンジ、ＤＶＤレコーダー、ルーティング機
器、スイッチング機器、複合機、プリンター、ヒートポンプ給湯器、三
相誘導電動機、電球型LEDランプ、ショーケース

 建築材料：
断熱材、複層ガラス、サッシ トップランナー方式の例

○ 特定機器に指定される用件
①我が国において大量に使用される機械器具であること。
②その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であること。
③その機械器具に係わるエネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なものであること。

トップランナー基準

32品目

（一財）省エネルギーセンターHP：「トップランナー基準とは」、http://www.eccj.or.jp/machinery/toprunner/toprunner.pdf
資源エネルギー庁 省エネルギー対策課：「省エネ性能カタログ2017年夏版」

２．住宅関連の機器 ⑥省エネルギー型機器普及に向けた制度
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機器の使用法による待機時消費電力量の削減効果

待機時消費電力

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課：「省エネ性能カタログ2017年夏版」
（一財）省エネルギーセンター：「平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（待機時消費電力調査）報告書」

○ 「待機時消費電力」とは
機器を使用していないのに消費される電力

○ 家庭の待機時消費電力量
・平均で228kWh/年・世帯
・家庭の一世帯あたりの全消費電力量
(4,432kWh/年・世帯)の5.1％に相当。

○ 待機時消費電力消費量の削減

待機時消費電力

待機時消費電力量機器別構成比

－19％ －39％

２．住宅関連の機器 ⑤住宅関連の機器(その他機器)

40



35

国際エネルギースタープログラム

国際エネルギースタープログラムHP：「国際エネルギースタープログラム」、http://www.energystar.jp/index.html

○ 「国際エネルギースタープログラム」とは
① 制度の概要
・世界9カ国・地域で実施されているオフィス機器の国際的省エネルギー制度。
・製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた上位25％の製品
が適合となるように基準が設定される。
・この基準を満たす製品に「国際エネルギースターロゴ」の使用が認められている。

国際エネルギースタープログラムロゴ

② 対象品目
・コンピュータ、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機、デジタル印刷機、
コンピュータサーバの9品目

③ 日本における運用規定
・参加を希望する製造事業者または販売事業者は、事業者登録を行う。
・その後、対象製品が基準を満たした製品であることを自社または第三者機関にて確認し、届出を
行うことにより、国際エネルギースターロゴを製品等に表示できる。
・事業者登録申請書および製品届出書は経済産業省に提出する。

２．住宅関連の機器 ⑥省エネルギー型機器普及に向けた制度
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統一省エネラベル

省エネラベル

22品目

省エネラベリング制度

対象となっている機器（2017年4月現在）

（一財）省エネルギーセンターHP：http://www.eccj.or.jp/labeling/index.html
資源エネルギー庁 省エネルギー対策課：「省エネ性能カタログ2017年夏版」

２．住宅関連の機器 ⑥省エネルギー型機器普及に向けた制度

ショーケース
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再生可能エネルギー利用 





39

第（3/4回）2017 年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

●

□1 □1

□2 □2

□3 □3

□4 □4

□5 □5

□6 □6

□7 □7

□8 □8

□9 □9

□10 □10

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□9

□10

3授業シート

今日の授業： 住環境エネルギー講座～設備編～
再生可能エネルギー利用

●シラバス

再生可能エネルギー関連の法律・制度
（再生可能エネルギー特別措置法など）

再生可能エネルギー関連の法律・制度
（FIT法、改正FIT法）

太陽光発電
（システム）

太陽光発電
（出荷量、設備容量、生産量）

現在、我が国では住環境に配慮した建築物への関心が高まってきています。
しかしその反面、住宅・建築分野はわが国のエネルギー消費の約３割を占め、核家族化による世帯数の増加、世帯
床面積の増加、家電の充実、ライフスタイルの変化で、エネルギー消費は増えています。
このような社会背景の中、建築業界にとって住環境エネルギーの省力化の工法や施工技術等は必要不可欠なスキル
となってきています。
その中で、国としても「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進方策の中間報告では、平成32年までに新築
住宅の省エネルギー基準への100％適合化を目指して普及に取り組んでいます。
本講座は、ＣＰＤ認定講座として「住環境エネルギー講座(総論・ライフスタイル・計画・設備・施工・評価)」（プ
ログラムＩＤ：00173459・00179960・00179962）の幅広い領域の中の「設備」部分をさらに充実させ
た内容であり、現在のライフスタイルにおいて、環境性能・省エネルギー性能の高い住宅の提供に伴う住宅省エネ
ルギー化に対する基本的な知識をはじめ、省エネ住宅関連設備・機器・性能、再生可能エネルギー関連、制度、基
準などに関する知識や留意点を建築設備の観点から習得し、現在の社会背景に適合する住環境エネルギーにおける
建築設備の中核的な人材を養成することを目指します。

●今日の授業 ●キーポイント

再生可能エネルギー利用

再生可能エネルギーの定義

●参照資料

テキストP.45

テキストP.46～P.49

テキストP.49～P.52

テキストP.53～P.54

テキストP.55

テキストP.56

テキストP.57～P.58

テキストP.59

テキストP.60～P.63

テキストP.64～P.68

●授業コメント

家庭のエネルギー消費量を削減するためには、再生可能エネルギーを活用するなど、エネルギーを創り出す（創エネルギー）こ
とも重要であり、それらのシステムと効果を理解しましょう。

●資格関連度 建築士・学科、うちエコ診断資格、家庭の省エネエキスパート、eco検定

再生可能エネルギーとは、エネルギー源として永続的に利用するこ
とができると認められるものである。

再生エネルギー関連の法律や制度の概要について理解する。

固定価格買取制度のしくみと、その課題について理解する。

住宅用の太陽光発電システムは、太陽の光エネルギーを受けて太陽
電池が発電した直流電力を交流電力に変換し、家電製品に電気を供
給する。
太陽電池の国内出荷量は2014年度に過去最高を記録したが、買取
価格が引き下げられたことなどにより、その後の出荷量は減少傾向
にある。
日本における導入量は、近年着実に伸びており、2015年度末累積
で3,605万kWに達した。

企業による技術開発や、国内で堅調に太陽光発電の導入が進んだこ
とにより、太陽光発電設備のコストも着実に低下している。

太陽光発電の導入にあたっての注意事項を理解する。

太陽熱を利用した給湯・暖房システムには、水式と空気式がある。

地中熱利用のシステムは、地盤の特性により夏は比較的温度が低
く、冬は比較的温度が高い地中熱を、熱交換パイプにより活用す
る。

太陽光発電
（導入量）

太陽光発電
（システム価格）

太陽光発電
（導入時の注意事項）

太陽熱利用給湯・暖房

地中熱利用ヒートポンプ



40

以下の問いに、〇か×で答えよ。

第（3/4回）2017 年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

問題1

解答1

問題2

解答2

問題3

解答3

問題4

解答4

問題5

解答5

問題6

解答6

問題7

解答7

問題8

解答8

問題9

解答9

問題10

解答10

カルテ 3
住環境エネルギー講座～設備編～
再生可能エネルギー利用

氏名：

再生可能エネルギー源には、太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等がある。

「固定価格買取制度」とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束す
る制度である。

2012年の固定価格買取制度の開始以来、再生可能エネルギー導入量は約2.5倍に増加している。

2012年の固定価格買取制度の開始以来、賦課金等による国民負担は少ない。

2017年度の太陽光買取価格は、10kW未満で出力制御対応機器設置義務なしの場合、1kWh当たり28円である。

2017年度の太陽光買取調達期間は、10kW未満で出力制御対応機器設置義務なしの場合、20年間である。

太陽光発電システム構成要素の一つであるパワーコンディショナは、インバータ、系統連携保護装置及び蓄電池が組み
合わされたものである。

企業による技術開発や、国内で堅調に太陽光発電の導入が進んだことにより、太陽光発電設備のコストは着実に低下し
ている。

太陽熱を利用したソーラーシステムには、水式と空気式がある。

地中熱利用ヒートポンプは、地中の熱を利用する方式であり、冬期の暖房時は気温より高い大地の熱を暖房・給湯に利
用する。
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第（3/4回）2017 年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

解答1

解説1

解答2

解説2

解答3

解説3

解答4

解説4

解答5

解説5

解答6

解説6

解答7

解説7

解答8

解説8

解答9

解説9

解答10

解説10

解答 3
住環境エネルギー講座～設備編～
再生可能エネルギー利用

氏名：

○

再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱などを利用してつくるエネルギーのことである。石
炭、石油などの化石燃料を使う火力発電や、ウランを燃料とする原子力発電と異なり、利用する資源に限りがないため
再生可能エネルギーと呼ばれる。【P.45参照】

○

問題文の記載の通り。【P.49参照】

○

問題文の記載の通り。【P.50参照】

×

2012年の固定価格買取制度の開始以来、賦課金等による国民負担が増大している。【P.50、P.51参照】

○

問題文の記載の通り。【P.52参照】

×

2017年度の太陽光買取調達期間は、10kW未満で出力制御対応機器設置義務なしの場合、10年間である。【P.52参
照】

×

パワーコンディショナは、直流電力を交流電力に変換するためのインバータと系統連携保護装置が組み合わされたもの
をいう。パワーコンディショナに蓄電池は含まれない。【P.53参照】

○

問題文の記載の通り。【P.56参照】

○

問題文の記載の通り。【P.62参照】

○

地中熱利用ヒートポンプは、地中の熱を利用する方式であり、冬期の暖房時は気温より高い大地の熱を暖房・給湯に利
用し、反対に夏期の冷房時は室内の熱を気温より低い大地の熱と熱交換することで冷房する。【P.64、P.68参照】
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再生可能エネルギーと新エネルギー

再生可能エネルギー

資源エネルギー庁HP： http://www.enecho.meti.go.jp/energy/newenergy/newene01.htm

○ 再生可能エネルギーとは
「エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの」として、太陽光、風力、水力、

地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが規定されている。
・・・エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関す
る法律（エネルギー供給構造高度化法）

特徴は、
① 絶え間なく補充されること
② 太陽エネルギーあるいは地中のエネルギーに由来していること

 新エネルギー
「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済

性の面での制約から普及が十分でないもので、
石油代替エネルギーの導入を図るために特に必
要なもの」。
・・・新エネルギー利用等の促進に関する特別措
置法（新エネルギー法）
実用化段階に達した水力発電や地熱発電、 研

究開発段階にある波力発電や海洋温度差発電
は、新エネルギーには指定されていない。
「新エネルギー」という言葉は、日本独自の概念

である。

３．再生可能エネルギー利用 ①再生可能エネルギーの定義
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3_1シラバスとの関係
建築設備分野の基本事項

3_2コマ主題
省エネルギー性能の高い住宅を目指すために、導入選択肢のひとつである再生可能エネル

ギー利用設備について学習する。

3_3コマ主題細目
①再生可能エネルギーの定義

1)再生可能エネルギーの定義について理解する。

②再生可能エネルギー関連の法律・制度
1)再生可能エネルギー活用を推進するための法律や政策について理解する。

③太陽光発電
1)太陽光発電のシステムとその効果について理解する。

④太陽熱利用給湯・暖房
1)太陽熱利用のシステムとその効果について理解する。

⑤地中熱利用ヒートポンプ
1)地中熱利用のシステムとその効果について理解する。

⑥確認テスト【解答・解説含む、10分】

3_4コマ主題細目深度
再生可能エネルギー利用設備を導入することにより、家庭のエネルギー消費量を削減する

ことの重要性を理解する。

３．再生可能エネルギー利用
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○ 『非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律』
2009年

石油への依存の脱却を図るというこれまでの石油代替施策の抜本的な見直しが行われた。この結
果、研究開発や導入を促進する対象を「石油代替エネルギー」から、再生可能エネルギーや原子力な
どを対象とした「非化石エネルギー」とすることを骨子とした石油代替エネルギー法の改正が行われた。

資源エネルギー庁HP：「エネルギー供給構造高度化法について」、http://www.enecho.meti.go.jp/notice/topics/017/

○ 『エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用
及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律』

【エネルギー供給構造高度化法】 1997年
電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、太陽光、風力等の再生可能エ

ネルギー源、原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進する
ために必要な措置を講じる法律。

３．再生可能エネルギー利用 ②再生可能エネルギー関連の法律・制度
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○ 『石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律』
【石油代替エネルギー法】 1985年

エネルギーの安定的かつ適切な供給の観点から、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進する
法的枠組みとして制定された。
同法で定める「石油代替エネルギー」とは、第2条に定められた、（1）石油（原油、揮発油、重油等

省令で定める石油製品を含む、以下同じ）以外の燃焼の用に供されるもの、（2）石油以外を熱源とす
る熱、（3）石油以外を熱源とする熱を変換して得られる動力、（4） 石油以外から得る動力を変換し
て得られる電気—をいう。

ＥＩＣネットHP：「石油代替エネルギー法」、http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1530
ＥＩＣネットHP：「新エネルギー法」、http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1323

○ 『新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法』
【新エネルギー法】 1997年

資源制約が少なく、環境特性に優れた性質を示す、石油代替エネルギーの導入に係る長期的な目
標達成に向けた進展を図ること目的に制定された。
国や地方公共団体、事業者、国民などの各主体の役割を明確化する基本方針の策定や新エネル

ギー利用などを行う事業者に対する財政面の支援措置などを定めたもの。
「新エネルギー」の定義が記載されている。

３．再生可能エネルギー利用 ②再生可能エネルギー関連の法律・制度
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○ 『固定価格買取制度』
【FIT(Feed-in Tariff)】 2012年

再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会
社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度。
電力会社が買い取る費用を電気をご利用の皆様
から賦課金という形で集め、今はまだコストの高い
再生可能エネルギーの導入を支えていく仕組み。

「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」の5
つのいずれかを使い、国が定める要件を満たす設
備を設置して、新たに発電を始める個人（法人）が
対象。発電した電気は全量が買取対象になるが、
住宅用など10kW未満の太陽光の場合は、自分で
消費した後の余剰分が買取対象となる。

資源エネルギー庁： 「固定価格買取制度について」、平成24年7月

３．再生可能エネルギー利用 ②再生可能エネルギー関連の法律・制度

○ 『電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法』
【再生可能エネルギー特別措置法】 2012年

電力会社に対して、再生可能エネルギー発電事業者から政府が定めた調達価格及びその期間に
よる電気の供給契約の申し込みがあった場合には応じるよう義務化。

制度運用に伴い電気事業者が電力の買い取りに要した費用は、原則「賦課金」（サーチャージ）とし
て国民が広く負担する。

固定価格買取制度の基本的仕組み
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○ 『電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法』
【RPS（Renewable Portfolio Standard）法】 2003年

電気事業者に毎年度、一定量以上の再生可能エネルギーの発電や調達を義務付ける制度。

○ 『電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法』
【エネルギー供給構造高度化法】 2011年

2010年6月に閣議決定された「エネルギー基本計画」、「新成長戦略」に盛り込まれている再生可
能エネルギーの固定価格買取制度を導入。

再生可能エネルギー源を用いて発電された電気について、国が定める一定の期間・価格で電気事
業者が買い取ることを義務付ける。

また、買取に要した費用に充てるため各電気事業者がそれぞれの需要家に対して使用電力量に比
例した賦課金（サーチャージ）の支払を請求することを認めるとともに、地域間でサーチャージの負担に
不均衡が生じないよう必要な措置を講じる。

資源エネルギー庁：電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案について、平成23年3月

３．再生可能エネルギー利用 ②再生可能エネルギー関連の法律・制度
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○ 『改正FIT法』 2017年4月施行

資源エネルギー庁： 「改正FIT法による制度改正について」、平成29年3月

３．再生可能エネルギー利用 ②再生可能エネルギー関連の法律・制度

FIT（固定価格買取制度）の見直し

51

資源エネルギー庁： 「改正FIT法による制度改正について」、平成29年3月

３．再生可能エネルギー利用 ②再生可能エネルギー関連の法律・制度

 再生可能エネルギーの導入拡大は、自給エネルギーの確保、低炭素社会の実現等の観点から重要。2012年の固定価格買取制度
の開始以来、再生可能エネルギー導入量は約2.5倍に増加しているが、国民負担が増大。
 エネルギーミックスの検討においては、電力コストを現状より引き下げた上で、再生可能エネルギー拡大のために投ずる費用（買取費
用）を3.7〜4.0兆円と設定している。
 固定価格買取制度の開始後、既に買取費用は約２.7兆円（賦課金は約２.１兆円。平均的な家庭で毎月792円）に達しており、再生
可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るべく、コスト効率的な導入拡大が必要。

固定価格買取制度導入後
の賦課金等の推移

再生可能エネルギー設備容量の推移
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太陽電池の構成

○ 太陽光発電

住宅用の太陽光発電システムは、太陽の光エネルギーを受けて太陽電池
が発電した直流電力を、パワーコンディショナにより電力会社と同じ交流電力
に変換し、家庭内のさまざまな家電製品に電気を供給する。
一般の系統連系方式の太陽光発電システムでは電力会社の配電線とつな

がっているので、発電電力が消費電力を上回った場合は、電力会社へ逆に
送電（逆潮流）して電気を買い取ってもらうことができる。
反対に、曇りや雨の日など発電した電力では足りない時や夜間などは、従

来通り電力会社の電気を使用する。
なお、こうした電気のやりとりは自動的に行われるので、日常の操作は一切

不要となる。

セル
太陽電池の基本単位で、太陽電池素子そのもの

モジュール
セルを必要枚配列して、屋外で利用できるよう樹脂や強化ガラス

などで保護し、パッケージ化したもの。このモジュールは、太陽電
池パネルとも呼ばれる。

アレイ
モジュール（パネル）を複数枚並べて接続したもの

太陽光発電の仕組み
全国地球温暖化防止活動推進センターHP：http://www.jccca.org/
ＪＰＥＡ太陽光発電協会HP：http://www.jpea.gr.jp/index.html

３．再生可能エネルギー利用 ③太陽光発電
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太陽光買取価格（調達価格１ｋWh当たり）・期間等【平成29年度以降】

資源エネルギー庁HP： 「なっとく再生可能エネルギー」、
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html

３．再生可能エネルギー利用 ②再生可能エネルギー関連の法律・制度

2,000kW以上
（入札対象区分）

10kW以上2,000kW未満

平成29年度

入札制度により決定

21円+税

平成30年度 -

平成31年度 -

調達期間 20年間

10kW未満 10kW未満 ダブル発電

出力制御対応機器
設置義務なし

出力制御対応機器
設置義務あり

出力制御対応機器
設置義務なし

出力制御対応機器
設置義務あり

平成29年度 28円 30円
25円 27円

平成30年度 26円 28円

平成31年度 24円 26円 24円 26円

調達期間 10年間

※太陽光発電については、10kW未満は1年間、10kW以上は3年間の運転開始期限が付与される。
※北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の供給区域において、出力制御

対応機器の設置が義務付けられる。
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世界の太陽電池（モジュール）生産量
（2015年）

出典）太陽光発電協会資料を基に作成

出典）IEA Photovoltaic Power Systems Programme
「Trends 2016 in Photovoltaic Applications」を基に作成

世界の累積太陽光発電設備容量
（2015年末）

太陽電池の国内出荷量の推移

 太陽電池の国内出荷量は、2009年11月に、太陽光発電の余剰電力買取制度が
開始されたことや、2009年1月に補助制度が再度導入され、地方自治体による独
自の補助制度も合わせると設置費用が低減したことを受けて、2009年度から大幅
な増加基調に転じた。また、2012年に開始した固定価格買取制度の効果により、
非住宅分野での太陽光発電の導入が急拡大しており、2014年度の太陽電池の国
内出荷量は過去最高を記録した。しかし、買取価格が引き下げられたことなどにより、
その後の出荷量は減少傾向にある。
 日本は2003年末まで世界最大の太陽光発電導入国だったが、2015年末時点で

は、日本は中国、ドイツに次ぐ世界第3位の累積導入量となっている。
 日本の太陽電池生産量は、2007年まで世界でトップの地位にあったが、2015年

時点では、生産量は世界第3位、世界の太陽電池（モジュール）生産量に占める割
合は5%となった。

資源エネルギー庁：「平成28年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2017）」、平成29年6月

３．再生可能エネルギー利用 ③太陽光発電
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結晶系シリコン

薄膜系シリコン 化合物系

有機物系

太陽電池の種類太陽電池の仕組み
ＪＰＥＡ太陽光発電協会HP：http://www.jpea.gr.jp/index.html
ＮＥＤＯ技術開発機構HP：http://app2.infoc.nedo.go.jp/kaisetsu/neg/neg01/index.html#elmtop

３．再生可能エネルギー利用 ③太陽光発電
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NEDO HP：http://app0.infoc.nedo.go.jp/

３．再生可能エネルギー利用 ③太陽光発電
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太陽光発電の国内導入量とシステム価格の推移

出典）経済産業省資源エネルギー庁資料及び太陽光発電普及拡大センター資料を基に作成

 日本における導入量は、近年着実に伸びており、2015年度末累積で3,605万kWに達した。
 企業による技術開発や、国内で堅調に太陽光発電の導入が進んだことにより、太陽光発電設備のコストも着実に低下している。

資源エネルギー庁：「平成28年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2017）」、平成29年6月

３．再生可能エネルギー利用 ③太陽光発電
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○ 太陽光発電の導入にあたって

太陽光発電モジュールのメーカーは？（価格、発電効率、デザイン、性能・・・）

工事業者は？（事前説明、アフターケア、施工実績・・・）

予測発電量は？（地域の気象、周囲の状況、屋根の形状や向き・・・）

工事費は？（パネルの大きさ、屋根の形状や向き、耐荷重・・・）

経済性は？ 何年で、設置費用のもとが取れるのか？
 工事費
 発電量
 補助金
 電力買取制度
 設備の寿命
・太陽光発電の耐用年数は30年以上
・通常メーカー保証は10年
・パワーコンディショナー（太陽電池の直流電流を交流電流に変換する変換機）は15年
 メインテナンス 定期点検

３．再生可能エネルギー利用 ③太陽光発電
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NEDO HP：http://app0.infoc.nedo.go.jp/

３．再生可能エネルギー利用 ③太陽光発電
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ソーラーシステム(水式)
温風暖房・床暖房も可能

自然循環型太陽熱温水器
従来の温水器

集熱器とお湯を
貯める部分が一
体の機器

集熱器とお湯を
貯める部分が、
それぞれ機器と
して完全に分離

出典）経済産業省「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報」、ソーラーシステム振興協会
自主統計を基に作成

太陽熱温水器（ソーラーシステムを含む）の
新規設置台数

 太陽エネルギーによる熱が積極的に利用され始めたのは、太陽熱を集めて
温水を作る温水器の登場からである。太陽熱利用機器はエネルギー変換効
率が高く、新エネルギーの中でも設備費用が比較的安価で費用対効果の面
でも有効であり、現在までの技術開発により、用途も給湯に加え暖房や冷
房にまで広げた高性能なソーラーシステムが開発された。
 太陽熱利用機器の普及は、1979年の第二次石油ショックを経て、1990
年代前半にピークを迎えたが、1990年代の石油価格の低位安定、円高方
向への為替の変化、競合するほかの製品の台頭などを背景に新規設置台
数が年々減少している。

資源エネルギー庁：「平成28年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2017）」、平成29年6月

３．再生可能エネルギー利用 ④太陽熱利用給湯・暖房
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○ 太陽熱利用給湯・暖房

暖房・給湯システム(床暖房)給湯システム

暖房・給湯システム(空気集熱暖房) 冷暖房・給湯システム

資源エネルギー庁HP：http://www.enecho.meti.go.jp/energy/newenergy/newene04.htm

太陽熱利用給湯・暖房システム

３．再生可能エネルギー利用 ④太陽熱利用給湯・暖房
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代表的な集熱器の特徴 太陽熱温水器（自然循環系）の仕組み

集熱器の上部に貯湯槽が接続され、水栓より高い位置の屋根
上に設置する。
貯湯槽に給水された水は下部の集熱器へ流れ込み、太陽熱で

暖められ比重が軽くなり、貯湯槽へ戻りお湯が蓄えられる。
この循環を動力を使わないで行うため、自然循環型太陽熱温水

器と呼ばれている。

ＮＥＤＯ技術開発機構HP：http://app2.infoc.nedo.go.jp/kaisetsu/neg/neg02/index.html#elmtop
ソーラーシステム振興協会資料

３．再生可能エネルギー利用 ④太陽熱利用給湯・暖房
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屋根に設置した
1. ガラス付き集熱面などにより高温に達した空気を、小屋根裏部

に設置した送風機ユニットで床下に送風し、
2. 床下の蓄熱材（コンクリート）に蓄熱させた後で、室内に入れ直

接暖房する。
3. 蓄熱槽の中に蓄えた水を、送風機ユニット内などの熱交換器に

より、温めてお湯にする。
4. 冬の昼は、暖房を主体にし、集熱量に余剰がある場合は給湯

に使う。夏の昼は、高温の屋根空気を屋外に排出し、夏の夜は、
屋外から涼気を取り入れて利用できる。

屋根等に設置した
1. 太陽集熱器により高温に達した不凍液などの熱媒を循環ポン

プで循環させ、
2. 蓄熱槽の中に蓄えた水を、蓄熱槽内の熱交換器により、温め

てお湯にする。
3. 天候等により集熱量が不十分な場合は、補助熱源器で加温し

て給湯する。
4. 暖房用配管、循環ポンプなどを備えて、温風暖房、床暖房など

に使用する事も可能。

空気式ソーラーシステム水式ソーラーシステム

ソーラーシステム振興協会資料

ソーラーシステムの仕組み

３．再生可能エネルギー利用 ④太陽熱利用給湯・暖房
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環境省：「地中熱利用システムパンフレット」、平成29年3月

地中熱利用ヒートポンプの仕組み

３．再生可能エネルギー利用 ⑤地中熱利用ヒートポンプ

65

○ 地中熱（利用システム）とは、
四季のある地域ではどこでも使える自然エネルギーである。
井戸水が夏冷たく感じる、冬暖かく感じるように、地中内は外気に影響されず、その地域

の平均温度で安定している。
特に深さ5ｍ前後の地中熱は地盤の特性により夏は比較的温度が低く、冬は比較的温

度が高い。
この地中熱を、熱交換パイプにより活用する。

株式会社ジオパワーシステムHP：http://www.geo-power.co.jp/

○ 地中熱利用ヒートポンプ

３．再生可能エネルギー利用 ⑤地中熱利用ヒートポンプ
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環境省：「地中熱利用システムパンフレット」、平成29年3月

○ 地中熱利用ヒートポンプシステムの特徴

３．再生可能エネルギー利用 ⑤地中熱利用ヒートポンプ

地中熱交換器を設置して採熱・放熱

冷暖房時に大きな節電効果

節電・省エネによるＣＯ２排出削減

節電・省エネによる電気代・燃料代の削減

大気への排熱放出ゼロによる
ヒートアイランド現象の緩和

ＣＯ２排出削減量の試算例

ランニングコストの試算例

67

年間および累計設置件数(2015年度末)

環境省：「地中熱利用システムパンフレット」、平成29年3月

 2016年3月迄の地中熱ヒートポンプシステムの導入箇所は、全2,230件のうち住宅が991件（44.4％）と最も多く、次いで事務所の
254件（11.4％）、庁舎等の157件（7.0％）、店舗の119件となっている。
 都道府県別の設置状況を見ると、北海道が最も多く（598件）、そのほか秋田県（142件）、東京都（131件）、岩手県（122件）、長野
県（119件）などで多く、全体的に見ると東日本で設置件数が多くなっている。
 年間設置件数は、今世紀に入って伸び始め、最近では年間300件前後となっている。また、2016年3月までの累計設置件数は、
2,230件となった。

導入箇所別設置件数(2015年度末) 都道府県別設置件数(2015年度末)

３．再生可能エネルギー利用 ⑤地中熱利用ヒートポンプ
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ワークショップ 
夏は小屋裏の熱い空気を排出し、一方で

温度の低い地中熱や夜間の冷気を床下に
蓄熱して、家の中を自動的に循環・換気を
しながら日中の温度の上昇を抑える。

計画換気をしながら、蓄熱層で安定している空気をゆっくりと循環させることで建物
内の温度が安定し、特に昼夜の寒暖を緩和させることで、体に優しい空間をつくる。

冬は温度の高い地中熱や太陽熱、生活
発生熱を蓄熱し、自動的に家の中を換気・
循環させて、夜間の冷え込みを防ぐ。

株式会社ジオパワーシステムHP：http://www.geo-power.co.jp/

地中熱利用住宅の仕組み

３．再生可能エネルギー利用 ⑤地中熱利用ヒートポンプ
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ワークショップ 
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第（4/4回）2017年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

●
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□7

□8

□9

□10

4授業シート

今日の授業： 住環境エネルギー講座～設備編～
ワークショップ

●シラバス

現在、我が国では住環境に配慮した建築物への関心が高まってきています。
しかしその反面、住宅・建築分野はわが国のエネルギー消費の約３割を占め、核家族化による世帯数の増加、世帯
床面積の増加、家電の充実、ライフスタイルの変化で、エネルギー消費は増えています。
このような社会背景の中、建築業界にとって住環境エネルギーの省力化の工法や施工技術等は必要不可欠なスキル
となってきています。
その中で、国としても「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進方策の中間報告では、平成32年までに新築
住宅の省エネルギー基準への100％適合化を目指して普及に取り組んでいます。
本講座は、ＣＰＤ認定講座として「住環境エネルギー講座(総論・ライフスタイル・計画・設備・施工・評価)」（プ
ログラムＩＤ：00173459・00179960・00179962）の幅広い領域の中の「設備」部分をさらに充実させ
た内容であり、現在のライフスタイルにおいて、環境性能・省エネルギー性能の高い住宅の提供に伴う住宅省エネ
ルギー化に対する基本的な知識をはじめ、省エネ住宅関連設備・機器・性能、再生可能エネルギー関連、制度、基
準などに関する知識や留意点を建築設備の観点から習得し、現在の社会背景に適合する住環境エネルギーにおける
建築設備の中核的な人材を養成することを目指します。

●今日の授業 ●キーポイント

ワークショップ

●授業コメント

●参照資料

対象地域を含めた現在の環境・エネルギー問題の解決のために建築（住宅）分野において何をすべきか理解し、私たち一人ひと
りの意識や行動が環境・エネルギー問題の解決に重要であることを考究します。

●資格関連度 建築士・学科、うちエコ診断資格、家庭の省エネエキスパート、eco検定
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以下の問いに、〇か×で答えよ。

第（4/4回）2017年 11月 18日

講師名： 依田浩敏

問題1

解答1

問題2

解答2

問題3

解答3

問題4

解答4

問題5

解答5

問題6

解答6

問題7

解答7

問題8

解答8

問題9

解答9

問題10

解答10

カルテ 4
住環境エネルギー講座～設備編～
ワークショップ

氏名：

ワークショップにつき、グループ毎の作成物と発表することでカルテの代わりとする。



1 

  
【参考】 

表 対策メニュー一覧（その１） 

 ID 対策提案 

一次エネルギー CO2 排出 金額 

負担 月増減 割合 1 年増減 1 年増減 割合 負担増減 機器代 回収年 光熱削減

(GJ/月） (GJ/年） (kg/年） (円/年） (円） （年） (円/年） 

部屋 

冷暖房 

1 エアコンを買い替える -0.33 -6% -4.05 -190 -5% 12,573 230,000 22 10,427 負担 

2 エアコンを買い替え、エアコンで暖房するようにする -0.07 -1% -0.88 -49 -1% 20,003 230,000 77 2,997 負担 

3 薪・ペレットストーブを設置する -0.76 -14% -9.19 -480 -12% 11,403 350,000 57 6,097 負担 

4 FF 石油暖房をストーブ式からファンヒータ式につけかえる -0.27 -5% -3.28 -204 -4% 7,392 300,000 39 7,608 負担 

5 FF ストーブから、FF ストーブ床暖房式につけかえる -0.20 -4% -2.47 -153 -3% 11,775 350,000 61 5,725 負担 

6 全ての部屋の窓・サッシを複層ガラスに置き換える -0.20 -4% -2.48 -129 -3% 20,940 650,000 86 7,563 負担 

7 全ての部屋に内窓をとりつける -0.24 -4% -2.98 -155 -4% 4,591 410,000 45 9,076 負担 

8 屋根裏・天井へ断熱材を設置する -0.05 -1% -0.64 -34 -1% 13,039 300,000 153 1,961 負担 

9 全面断熱リフォームする -0.23 -4% -2.76 -144 -4% 378,350 8,000,000 952 8,403 負担 

10 壁面に断熱材を設置する -0.18 -3% -2.20 -115 -3% 137,722 2,888,889 430 6,723 負担 

11 部屋の壁面に真空断熱材を設置する -1.39 -25% -16.96 -1,140 -13% 108,544 2,888,889 80 35,901 負担 

12 冷房の温度設定を控えめにする（目安は 28℃） -0.07 -1% -0.89 -50 -1% -3,050 0 0 3,050 お得 

13 エアコンの室外機を覆っているものを取り除く -0.08 -1% -0.98 -55 -1% -3,346 0 0 3,346 お得 

14 冷房時にエアコンを使わず扇風機にする -0.05 -1% -0.59 -33 -1% -2,028 0 0 2,028 お得 

15 暖房の温度設定を控えめにする（目安は 20℃） -0.15 -3% -1.84 -96 -2% -5,602 0 0 5,602 お得 

16 暖房をする時間を 1 時間短くする -0.13 -3% -1.53 -80 -2% -4,669 0 0 4,669 お得 

17 暖房をする時間を 3 割短くする -0.23 -4% -2.76 -144 -4% -8,403 0 0 8,403 お得 

18 エアコンで暖房をする -0.85 -15% -10.31 -1,347 -16% 56,987 0 0 56,987 負担 

19 電気ストーブの使用時間を 1 時間以内にする -0.45 -8% -5.43 -306 -7% -18,575 0 0 18,575 お得 

20 電気カーペットの使用を半分にする -0.07 -1% -0.84 -47 -1% -2,884 0 0 2,884 お得 

冷蔵庫 

21 冷蔵庫を買い替える -0.36 -6% -4.34 -245 -6% 2,139 170,000 11 14,861 負担 

22 冷蔵庫を壁から離す -0.06 -1% -0.74 -41 -1% -2,518 0 0 2,518 お得 

23 冷蔵庫の設定を弱くする -0.06 -1% -0.74 -42 -1% -2,523 0 0 2,523 お得 

24 冷蔵庫の中身をつめすぎない -0.02 0% -0.27 -41 -1% -2,518 0 0 2,518 お得 

25 冷蔵庫の開け閉め回数を減らし、時間短くする -0.01 0% -0.15 -15 0% -941 0 0 941 お得 

照明 

26 蛍光灯器具を LED 照明器具につけかえる -0.26 -5% -3.13 -177 -5% -9,909 15,000 1 10,728 お得 

27 電球を電球型蛍光灯に付け替える -0.40 -7% -4.91 -277 -7% -15,825 700 0 16,825 お得 

28 蛍光灯器具を細管（スリム）型に付け替える -0.15 -3% -1.88 -106 -3% -4,937 15,000 2 6,437 お得 

29 照明を使う時間を 1 時間短くする -0.09 -2% -1.04 -59 -2% -3,576 0 0 3,576 お得 

テレビ 

30 省エネ性能の高いテレビに買替える -0.26 -5% -3.18 -179 -5% -5,877 50,000 5 10,877 お得 

31 テレビではなく、ラジオを主に使うようにする -0.18 -3% -2.16 -122 -3% -7,383 0 0 7,383 お得 

32 テレビを 点ける時間 1 日 1 時間短くする -0.08 -1% -0.92 -52 -1% -3,148 0 0 3,148 お得 

33 テレビの時間を 3 割減らす -0.11 -2% -1.33 -75 -2% -4,562 0 0 4,562 お得 

34 テレビの画面の明るさを控えめに設定する -0.24 -4% -2.94 -166 -4% -10,074 0 0 10,074 お得 

環境省：うちエコ診断ソフト 2017 年度版使用マニュアル、平成 29 年 4 月 
  

59〜60
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表 対策メニュー一覧（その２） 

 ID 対策提案 

一次エネルギー CO2 排出 金額 

負担 月増減 割合 1 年増減 1 年増減 割合 負担増減 機器代 回収年 光熱削減

(GJ/月） (GJ/年） (kg/年） (円/年） (円） （年） (円/年） 

給湯節水 

35 給湯器をエコキュートに置き換える -0.28 -5% -3.44 -102 -3% -22,764 400,000 23 17,236 負担 

36 給湯器をエネファーム（燃料電池）に置き換える -0.16 -3% -1.91 -161 -4% 88,703 1,110,000 98 11,297 負担 

37 給湯器をエコジョーズ（潜熱回収型）に置き替える -0.18 -3% -2.18 -108 -3% 12,866 190,000 31 6,134 負担 

38 給湯器をエコウィル（コジェネ）に置き換える -0.07 -1% -0.91 -91 -2% 63,281 700,000 104 6,719 負担 

39 太陽熱温水器を設置する -0.32 -6% -3.94 -195 -5% 18,935 300,000 27 11,065 負担 

40 強制循環型太陽熱温水器を設置する -0.36 -6% -4.33 -215 -5% 37,828 500,000 41 12,172 負担 

41 断熱浴槽にリフォームする -0.05 -1% -0.57 -28 -1% 58,392 600,000 373 1,608 負担 

42 節水 シャワーヘッドを取り付ける -0.10 -2% -1.16 -62 -2% -5,845 1,000 0 5,945 お得 

43 手元止水型節シャワーヘッドを設置する -0.17 -3% -2.03 -108 -3% -9,903 5,000 0 10,403 お得 

44 シャワーの利用を 1 人 1 日 1 分短くする -0.07 -1% -0.82 -43 -1% -4,187 0 0 4,187 お得 

45 シャワーの時間を 3 割減らす -0.14 -3% -1.74 -92 -2% -8,917 0 0 8,917 お得 

46 家族が続けて入り風呂の追い炊きをしない -0.16 -3% -1.91 -94 -2% -5,360 0 0 5,360 お得 

47 自動保温を止める -0.08 -1% -0.95 -47 -1% -2,680 0 0 2,680 お得 

48 浴槽にお湯をためずシャワーだけする -0.11 -2% -1.35 -67 -2% -3,787 0 0 3,787 お得 

49 お風呂の湯を少なめにして半身浴する -0.16 -3% -2.00 -99 -3% -5,617 0 0 5,617 お得 

調理・食洗 

50 省エネ型ガスコンロに買い換える -0.02 0% -0.22 -11 0% 4,393 50,000 82 607 負担 

51 台所の水栓を節湯型に置き換える -0.02 0% -0.25 -14 0% 171 40,000 22 1,829 負担 

52 水優先吐水の節湯型台所シングルレバー水栓を設置する -0.03 -1% -0.41 -23 -1% 1 60,000 20 2,999 負担 

53 食器洗浄の温度を 2℃下げる -0.01 0% -0.11 -6 0% -394 0 0 394 お得 

54 水が冷たくない時期は、食器洗いに水を使う -0.02 0% -0.30 -15 0% -847 0 0 847 お得 

55 ガスコンロの炎を鍋底からはみださないようにする -0.01 0% -0.11 -6 0% -394 0 0 394 お得 

56 省エネに心がけて調理をする -0.27 -5% -3.26 -192 -5% -1,730 150,000 9 16,730 お得 

57 ごはんをガスコンロで炊く -0.05 -1% -0.57 -39 -1% -2,586 0 9 2,586 お得 

58 お湯は必要な時だけ（ガスで）沸かして保温をしない -0.02 0% -0.30 -16 0% -910 0 0 910 お得 

59 省エネ型の電気ポットに買い替える -0.06 -1% -0.78 -44 -1% -1,454 12,000 5 2,654 お得 

60 外出時や夜間に電気ポットの保温をやめる -0.04 -1% -0.49 -28 -1% -1,678 0 0 1,678 お得 

洗濯乾燥 

61 ヒートポンプ式の衣類乾燥ができる洗濯機に買い替える -0.27 -5% -3.26 -192 -5% -1,730 150,000 9 16,730 お得 

62 洗濯機を買い換える -0.01 0% -0.11 -15 0% 42 60,000 10 5,958 負担 

63 衣類乾燥機、乾燥機能を使わない -0.12 -2% -1.46 -86 -2% -4,630 0 0 4,630 お得 

64 洗濯でまとめ洗いをする -0.01 0% -0.07 -4 0% -236 0 0 236 お得 

環境省：うちエコ診断ソフト 2017 年度版使用マニュアル、平成 29 年 4 月 
  

61〜62
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表 対策メニュー一覧（その３） 

 ID 対策提案 

一次エネルギー CO2 排出 金額 

負担 月増減 割合 1 年増減 1 年増減 割合 負担増減 機器代 回収年 光熱削減

(GJ/月） (GJ/年） (kg/年） (円/年） (円） （年） (円/年） 

自家用車 

65 燃費のいい車（電気自動車／ハイブリッド／バイク等）に買い替える -0.53 -10% -6.47 -434 -11% 159,964 2,300,000 92 25,036 負担 

66 電気自動車かプラグインハイブリッド車に買い替える -0.60 -11% -7.31 -540 -14% 351,575 3,200,000 105 30,363 負担 

67 低燃費オイルを使用する -0.04 -1% -0.51 -34 -1% 10,019 6,000 3 1,981 負担 

68 エコタイヤにつけかえる -0.04 -1% -0.43 -29 -1% -8,349 40,000 24 1,651 負担 

69 エコドライブを実践する -0.08 -1% -0.96 -64 -2% -3,698 0 0 3,698 お得 

70 車を使わずに鉄道やバスなど公共交通機関・自転車等を利用する -0.39 -7% -4.78 -320 -8% 0 0 - 0 お得 

71 1 日 10 分間のアイドリングストップをする -0.10 -2% -1.26 -89 -2% -4,887 0 0 4,887 お得 

72 カーエアコンの温度・風量をこまめに調節する -0.06 -1% -0.72 -48 -1% -2,773 0 0 2,773 お得 

73 タイヤの空気圧を適切に保つ -0.01 0% -0.12 -8 0% -462 0 0 462 お得 

全体 

74 不使用時にコンセトから抜き、待機電力を減らす -0.08 -1% -0.99 -56 -1% -3,392 0 0 3,392 お得 

75 太陽光発電装置を設置する -3.24 -58% -39.43 -2,222 -57% -69,555 1,360,000 10 137,555 お得 

76 見える化装置を設置する -0.28 -5% -3.44 -194 -5% -5,088 100,000 8 11,788 お得 

環境省：うちエコ診断ソフト 2017 年度版使用マニュアル、平成 29 年 4 月 
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◆住宅内の住宅設備（冷暖房機器、照明機器、給湯節水機器、調理・食洗機器、洗濯乾燥機器、冷蔵庫、テレビ等）自家用車を適宜設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 対象住宅（IBEC 標準住宅モデル）表 対象住宅仕様等 
 
 

場所 東京の郊外 

延床面積 120.07 m2 

階高 2,825 m 

開口部の割合 21.00 % 

開口面積 25.22 m2 

省エネ基準 平成 11 年基準 

地域区分 Ⅳb 地域 

家族構成 4 人（夫婦と子ども 2 人） 

ワ ー ク シ ー ト 

65〜66
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解答 4
住環境エネルギー講座～設備編～
ワークショップ

氏名：

ワークショップにつき、グループ毎の作成物と発表することで講師からの講評をカルテ解答とする。
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■ 目的

現在のライフスタイルにおいて、環境性能・省エネルギー性能の高い住宅の提
供に伴う住宅省エネルギー化に対して、省エネ住宅関連や再生可能エネルギー
関連の設備機器を導入するにあたり、【費用】と【省エネルギー性】の観点から検
討する。

■ 背景

Ⅰ 家庭の用途別二酸化炭素排出割合
用途別内訳をみると、動力他（テレビ、照明等、冷

暖房以外の電気器具）が最も多く、自家用乗用車、
給湯、暖房と続く。
日本の家庭の二酸化炭素排出量は暖房のほうが

冷房よりはるかに多いという特徴がある。

図 2015年度 家庭からの二酸化炭素排出量（世帯当たり、用途別）
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より

ワークシ ョ ッ プ

4_1シラバスとの関係
建築設備分野の基本事項

4_2コマ主題
1～3で学習した内容について、ワークショップで考え、発表する。

4_3コマ主題細目
①グループ分け
②自己紹介
③1～3で学習した内容に関連した課題ついてグループに分かれてワークショップ
④グループごとに発表
⑤講評
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 エネルギー消費量あたりの二酸化炭素排出量を減らす方法
低炭素なエネルギーの利用により化石燃料の消費量を削減するなど、CO2原単位の小

さいエネルギー源の割合を高める。

 少ないエネルギーでサービスを生み出す手法
高効率機器の導入によりエネルギー消費量を削減するなど、冷暖房、照明等のサービ

スを生み出すために必要なエネルギー量を減らす。

 少ないサービス量で満足度を得る方法
自然採光、通風を利用して冷暖房、照明機器の利用を削減する、高断熱化により熱ロ

スを低減するなど、暖かさや明るさを低下させずに、機器が供給する冷暖房・照明の量
を減らす。

 満足度を改めて見直す
冷暖房設定温度の緩和や利用時間の短縮、照明の間引き、照度抑制、手元照明など、

室内環境の目標水準を緩和する、家電等の使用を減らす。
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Ⅱ 月別光熱費・二酸化炭素排出量
総務省の家計調査では、都道府県庁所在市ごとの世帯あたりの月別光熱費が示

されている。
北海道や東北では冷房はあまり使用されず、冬の暖房等の消費が極端に多くなる。

寒冷地では灯油の消費が多い特徴もある。
東北を除く本州四国九州では、夏の電気代も高くなるが、それ以上に冬が高く

なっている。暖房では、電気以外にも、ガスや灯油も使うことになり、冬が最も二酸
化炭素排出量が多い季節になる。なお、冬に二酸化炭素排出量が増加する原因と
しては、暖房以外に給湯もある。

Ⅲ 二酸化炭素排出量に影響を与える要因
家庭において、主に３つの要因が二酸化炭素排出量に影響を与えている。
(1) エネルギーの種類
(2) 機器等の効率
(3) ライフスタイル
この３つの観点から、省エネ・省CO2を達成するには、以下に示すような方法を組

み合わせて進めることが大切である。
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■ STEP１ 条件設定

図 対象住宅（IBEC標準住宅モデル）
表 対象住宅仕様等

場所 東京の郊外

延床面積 120.07 m2

階高 2,825 m

開口部の割合 21.00 %

開口面積 25.22 m2

省エネ基準 平成11年基準

地域区分 Ⅳb地域

家族構成 4人（夫婦と子ども2人）

住宅内の住宅設備（冷暖房機器、
照明機器、給湯節水機器、調理・食
洗機器、洗濯乾燥機器、冷蔵庫、テ
レビ等）自家用車を適宜設定する。

４．ワークショップ

ライフサイクルにおける省エネの費用対効果の検証(提言)

73

東京都

図 世帯あたり月別光熱費支出 図 世帯あたり月別二酸化炭素排出量
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■ STEP３ 対策メニューの選択

別紙にある【参考】表 対策メニュー一覧の中から、対策項目を選択する。
「CO2排出の1年増減(kg/年)」値を合計し、STEP２で設定した目標値が達成でき

たかを確認する。

■ STEP４ 【費用】と【省エネルギー性】の観点からの検討

省エネ住宅関連や再生可能エネルギー関連の設備機器を導入するにあたり、【費
用】と【省エネルギー性】の観点から検討する。

STEP 3で選択した対策項目を付箋紙に記載する。
それぞれの対策項目の「一次エネルギーの1年増減(GJ/年)」を下図の縦軸に、また、

「金額の負担増減(円/年)」を横軸にとり、付箋紙を貼り付ける。
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■ STEP２ 目標値の設定

二酸化炭素排出量を、現状に対して何％削減するか、目標値を設定する。
なお、現状の二酸化炭素排出量は、2015年度の4,940 kgCO2/世帯を使用す

る。

【参考】

25%減

地球温暖化に取り組む第一歩です。2020年までに温室効果ガスを25％以上減らすことが求

められます。

50％減

地球温暖化の影響を一定押さえることができます。おおむね2030年までに温室効果ガスを

５割以上減らす必要があります。

80％減

地球温暖化の影響を抑え、安心して暮らすことができます。2050年までに温室効果ガスを

８割以上減らす必要が言われています。
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表 対策メニュー一覧（その１）
【参考】

 ID 対策提案 

一次エネルギー CO2 排出 金額 

負担 月増減 割合 1 年増減 1 年増減 割合 負担増減 機器代 回収年 光熱削減

(GJ/月）  (GJ/年） (kg/年）  (円/年） (円） （年） (円/年） 

部屋 

冷暖房 

1 エアコンを買い替える -0.33 -6% -4.05 -190 -5% 12,573 230,000 22 10,427 負担 

2 エアコンを買い替え、エアコンで暖房するようにする -0.07 -1% -0.88 -49 -1% 20,003 230,000 77 2,997 負担 

3 薪・ペレットストーブを設置する -0.76 -14% -9.19 -480 -12% 11,403 350,000 57 6,097 負担 

4 FF 石油暖房をストーブ式からファンヒータ式につけかえる -0.27 -5% -3.28 -204 -4% 7,392 300,000 39 7,608 負担 

5 FF ストーブから、FF ストーブ床暖房式につけかえる -0.20 -4% -2.47 -153 -3% 11,775 350,000 61 5,725 負担 

6 全ての部屋の窓・サッシを複層ガラスに置き換える -0.20 -4% -2.48 -129 -3% 20,940 650,000 86 7,563 負担 

7 全ての部屋に内窓をとりつける -0.24 -4% -2.98 -155 -4% 4,591 410,000 45 9,076 負担 

8 屋根裏・天井へ断熱材を設置する -0.05 -1% -0.64 -34 -1% 13,039 300,000 153 1,961 負担 

9 全面断熱リフォームする -0.23 -4% -2.76 -144 -4% 378,350 8,000,000 952 8,403 負担 

10 壁面に断熱材を設置する -0.18 -3% -2.20 -115 -3% 137,722 2,888,889 430 6,723 負担 

11 部屋の壁面に真空断熱材を設置する -1.39 -25% -16.96 -1,140 -13% 108,544 2,888,889 80 35,901 負担 

12 冷房の温度設定を控えめにする（目安は 28℃） -0.07 -1% -0.89 -50 -1% -3,050 0 0 3,050 お得 

13 エアコンの室外機を覆っているものを取り除く -0.08 -1% -0.98 -55 -1% -3,346 0 0 3,346 お得 

14 冷房時にエアコンを使わず扇風機にする -0.05 -1% -0.59 -33 -1% -2,028 0 0 2,028 お得 

15 暖房の温度設定を控えめにする（目安は 20℃） -0.15 -3% -1.84 -96 -2% -5,602 0 0 5,602 お得 

16 暖房をする時間を 1 時間短くする -0.13 -3% -1.53 -80 -2% -4,669 0 0 4,669 お得 

17 暖房をする時間を 3 割短くする -0.23 -4% -2.76 -144 -4% -8,403 0 0 8,403 お得 

18 エアコンで暖房をする -0.85 -15% -10.31 -1,347 -16% 56,987 0 0 56,987 負担 

19 電気ストーブの使用時間を 1 時間以内にする -0.45 -8% -5.43 -306 -7% -18,575 0 0 18,575 お得 

20 電気カーペットの使用を半分にする -0.07 -1% -0.84 -47 -1% -2,884 0 0 2,884 お得 

冷蔵庫 

21 冷蔵庫を買い替える -0.36 -6% -4.34 -245 -6% 2,139 170,000 11 14,861 負担 

22 冷蔵庫を壁から離す -0.06 -1% -0.74 -41 -1% -2,518 0 0 2,518 お得 

23 冷蔵庫の設定を弱くする -0.06 -1% -0.74 -42 -1% -2,523 0 0 2,523 お得 

24 冷蔵庫の中身をつめすぎない -0.02 0% -0.27 -41 -1% -2,518 0 0 2,518 お得 

25 冷蔵庫の開け閉め回数を減らし、時間短くする -0.01 0% -0.15 -15 0% -941 0 0 941 お得 

照明 

26 蛍光灯器具を LED 照明器具につけかえる -0.26 -5% -3.13 -177 -5% -9,909 15,000 1 10,728 お得 

27 電球を電球型蛍光灯に付け替える -0.40 -7% -4.91 -277 -7% -15,825 700 0 16,825 お得 

28 蛍光灯器具を細管（スリム）型に付け替える -0.15 -3% -1.88 -106 -3% -4,937 15,000 2 6,437 お得 

29 照明を使う時間を 1 時間短くする -0.09 -2% -1.04 -59 -2% -3,576 0 0 3,576 お得 

テレビ 

30 省エネ性能の高いテレビに買替える -0.26 -5% -3.18 -179 -5% -5,877 50,000 5 10,877 お得 

31 テレビではなく、ラジオを主に使うようにする -0.18 -3% -2.16 -122 -3% -7,383 0 0 7,383 お得 

32 テレビを 点ける時間 1 日 1 時間短くする -0.08 -1% -0.92 -52 -1% -3,148 0 0 3,148 お得 

33 テレビの時間を 3 割減らす -0.11 -2% -1.33 -75 -2% -4,562 0 0 4,562 お得 

34 テレビの画面の明るさを控えめに設定する -0.24 -4% -2.94 -166 -4% -10,074 0 0 10,074 お得 

 環境省：うちエコ診断ソフト2017年度版使用マニュアル、平成29年4月
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STEP４ つづき

大

小

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性

負担 経済性 お得

図 【費用】と【省エネルギー性】の観点からの検討イメージ図

■ STEP 5 考察、講評と振り返り
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表 対策メニュー一覧（その３）
【参考】

 ID 対策提案 

一次エネルギー CO2 排出 金額 

負担 月増減 割合 1 年増減 1 年増減 割合 負担増減 機器代 回収年 光熱削減

(GJ/月）  (GJ/年） (kg/年）  (円/年） (円） （年） (円/年） 

自家用車 

65 燃費のいい車（電気自動車／ハイブリッド／バイク等）に買い替える -0.53 -10% -6.47 -434 -11% 159,964 2,300,000 92 25,036 負担 

66 電気自動車かプラグインハイブリッド車に買い替える -0.60 -11% -7.31 -540 -14% 351,575 3,200,000 105 30,363 負担 

67 低燃費オイルを使用する -0.04 -1% -0.51 -34 -1% 10,019 6,000 3 1,981 負担 

68 エコタイヤにつけかえる -0.04 -1% -0.43 -29 -1% -8,349 40,000 24 1,651 負担 

69 エコドライブを実践する -0.08 -1% -0.96 -64 -2% -3,698 0 0 3,698 お得 

70 車を使わずに鉄道やバスなど公共交通機関・自転車等を利用する -0.39 -7% -4.78 -320 -8% 0 0 - 0 お得 

71 1 日 10 分間のアイドリングストップをする -0.10 -2% -1.26 -89 -2% -4,887 0 0 4,887 お得 

72 カーエアコンの温度・風量をこまめに調節する -0.06 -1% -0.72 -48 -1% -2,773 0 0 2,773 お得 

73 タイヤの空気圧を適切に保つ -0.01 0% -0.12 -8 0% -462 0 0 462 お得 

全体 

74 不使用時にコンセトから抜き、待機電力を減らす -0.08 -1% -0.99 -56 -1% -3,392 0 0 3,392 お得 

75 太陽光発電装置を設置する -3.24 -58% -39.43 -2,222 -57% -69,555 1,360,000 10 137,555 お得 

76 見える化装置を設置する -0.28 -5% -3.44 -194 -5% -5,088 100,000 8 11,788 お得 

 
環境省：うちエコ診断ソフト2017年度版使用マニュアル、平成29年4月
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表 対策メニュー一覧（その２）
【参考】

 ID 対策提案 

一次エネルギー CO2排出 金額 

負担 月増減 割合 1 年増減 1 年増減 割合 負担増減 機器代 回収年 光熱削減

(GJ/月）  (GJ/年） (kg/年）  (円/年） (円） （年） (円/年） 

給湯節水 

35 給湯器をエコキュートに置き換える -0.28 -5% -3.44 -102 -3% -22,764 400,000 23 17,236 負担 

36 給湯器をエネファーム（燃料電池）に置き換える -0.16 -3% -1.91 -161 -4% 88,703 1,110,000 98 11,297 負担 

37 給湯器をエコジョーズ（潜熱回収型）に置き替える -0.18 -3% -2.18 -108 -3% 12,866 190,000 31 6,134 負担 

38 給湯器をエコウィル（コジェネ）に置き換える -0.07 -1% -0.91 -91 -2% 63,281 700,000 104 6,719 負担 

39 太陽熱温水器を設置する -0.32 -6% -3.94 -195 -5% 18,935 300,000 27 11,065 負担 

40 強制循環型太陽熱温水器を設置する -0.36 -6% -4.33 -215 -5% 37,828 500,000 41 12,172 負担 

41 断熱浴槽にリフォームする -0.05 -1% -0.57 -28 -1% 58,392 600,000 373 1,608 負担 

42 節水 シャワーヘッドを取り付ける -0.10 -2% -1.16 -62 -2% -5,845 1,000 0 5,945 お得 

43 手元止水型節シャワーヘッドを設置する -0.17 -3% -2.03 -108 -3% -9,903 5,000 0 10,403 お得 

44 シャワーの利用を 1 人 1 日 1 分短くする -0.07 -1% -0.82 -43 -1% -4,187 0 0 4,187 お得 

45 シャワーの時間を 3 割減らす -0.14 -3% -1.74 -92 -2% -8,917 0 0 8,917 お得 

46 家族が続けて入り風呂の追い炊きをしない -0.16 -3% -1.91 -94 -2% -5,360 0 0 5,360 お得 

47 自動保温を止める -0.08 -1% -0.95 -47 -1% -2,680 0 0 2,680 お得 

48 浴槽にお湯をためずシャワーだけする -0.11 -2% -1.35 -67 -2% -3,787 0 0 3,787 お得 

49 お風呂の湯を少なめにして半身浴する -0.16 -3% -2.00 -99 -3% -5,617 0 0 5,617 お得 

調理・食洗 

50 省エネ型ガスコンロに買い換える -0.02 0% -0.22 -11 0% 4,393 50,000 82 607 負担 

51 台所の水栓を節湯型に置き換える -0.02 0% -0.25 -14 0% 171 40,000 22 1,829 負担 

52 水優先吐水の節湯型台所シングルレバー水栓を設置する -0.03 -1% -0.41 -23 -1% 1 60,000 20 2,999 負担 

53 食器洗浄の温度を 2℃下げる -0.01 0% -0.11 -6 0% -394 0 0 394 お得 

54 水が冷たくない時期は、食器洗いに水を使う -0.02 0% -0.30 -15 0% -847 0 0 847 お得 

55 ガスコンロの炎を鍋底からはみださないようにする -0.01 0% -0.11 -6 0% -394 0 0 394 お得 

56 省エネに心がけて調理をする -0.27 -5% -3.26 -192 -5% -1,730 150,000 9 16,730 お得 

57 ごはんをガスコンロで炊く -0.05 -1% -0.57 -39 -1% -2,586 0 9 2,586 お得 

58 お湯は必要な時だけ（ガスで）沸かして保温をしない -0.02 0% -0.30 -16 0% -910 0 0 910 お得 

59 省エネ型の電気ポットに買い替える -0.06 -1% -0.78 -44 -1% -1,454 12,000 5 2,654 お得 

60 外出時や夜間に電気ポットの保温をやめる -0.04 -1% -0.49 -28 -1% -1,678 0 0 1,678 お得 

洗濯乾燥 

61 ヒートポンプ式の衣類乾燥ができる洗濯機に買い替える -0.27 -5% -3.26 -192 -5% -1,730 150,000 9 16,730 お得 

62 洗濯機を買い換える -0.01 0% -0.11 -15 0% 42 60,000 10 5,958 負担 

63 衣類乾燥機、乾燥機能を使わない -0.12 -2% -1.46 -86 -2% -4,630 0 0 4,630 お得 

64 洗濯でまとめ洗いをする -0.01 0% -0.07 -4 0% -236 0 0 236 お得 

 
環境省：うちエコ診断ソフト2017年度版使用マニュアル、平成29年4月
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http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/
saving/summary



83

94

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

93

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版



84

96

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版
前ページ続き

95

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

次ページへ



85

98

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

97

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

小売事業者表示制度

小売業者が製品の省エネ情報を表示するための制度が2006年10月から開始
されました。

制度内容は、小売事業者が店頭陳列商品に対し①多段階評価※1、 ②省エネ
ルギーラベル※2、③年間の目安電気料金などの情報が盛り込まれた「統一省エネ
ルギーラベル」で表示するものです。

統一省エネルギーラベルが表示される製品はエアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍
庫、テレビ、電気便座、照明器具（蛍光灯器具のうち家庭用に限る）です。

その他の機器についても、省エネルギーラベルや年間の目安電気料金（ガス調
理機器、ガス石油温水機器については年間の目安燃料使用量）の情報を簡易版
ラベルなどで、製品本体またはその近傍※3に表示することになっています。

※1  その製品の省エネ性能を、市販されている製品の中で相対的に位置づけたもの
※2 93ページ参照
※3 インターネットによる販売については製品が掲載されているページの当該製品の近傍
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【省エネ性能一覧の見方】

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」の
データベースに、2017年6月上旬までに登録された主な製品
を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の
50音順に掲載しています。

（注）冷房専用、ウインド形、ウォール形、電気以外のエネルギーを暖房の熱源にするもの､ 業
務用品、受注生産品、特殊仕様品等は対象外。



98

124

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

123

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版



99

126

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

125

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版



100

128

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

127

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版



101

130

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」の
データベースに、2017年6月上旬までに登録された主な製品
を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の
50音順に掲載しています。（プラズマテレビ、ブラウン管テレビ
は、「省エネ型製品情報サイト」をご覧ください。）

（注） 受信機型が10V型以下の製品、パソコン用ディスプレイでテレビ機能を有するもの、ワイ
ヤレス方式のもの、受注生産品、特殊仕様品等は対象外。

【省エネ性能一覧の見方】
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【省エネ性能一覧の見方】

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」の
データベースに、2017年6月上旬までに登録された主な製品
を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の
50音順に掲載しています。

（注） 冷蔵のみの製品、業務用品、受注生産品、特殊仕様品等は対象外。
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省エネ性能カタログ 2017年 夏版

【省エネ性能一覧の見方】

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」の
データベースに、2017年6月上旬までに登録された主な製品
を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の
50音順に掲載しています。

（注）熱電素子を使用するもの、吸収式（ペルチェ式）のもの、特殊な仕様のもの、業務用のも
のは対象外。
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経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

【省エネ性能一覧の見方】

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」の
データベースに、2017年6月上旬までに登録された主な製品
を、省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に
掲載します。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載してい
ます。

（注）電子回路を有さないもの、最大炊飯容量が0.54L未満のもの、業務用のものは対象外。
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経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

野菜の下ごしらえに電子レンジをどんどん利用。

野菜の上手な下ごしらえポイント。
・洗った後の水気を残しておく。
・厚みや大きさをそろえる。
・加熱の途中で裏返したり、かき混ぜたりする。
・アクの強い野菜は、加熱後水にさらしてアク
を抜く。

料理の仕上げに。
煮込み料理の野菜はチンしてから鍋へ。煮崩れ
も少ないようです。中までしっかり火を通した
い時は、焦げ目をきれいにつけたあと、電子レ
ンジへ。ガス代の大幅節約になります。

上手に解凍。
半解凍した後、自然解凍すると味もよく、節電
の効果があります。
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【省エネ性能一覧の見方】

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」の
データベースに、2017年6月上旬までに登録された主な製品
を、省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に
掲載します。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載してい
ます。

（注）ガスオーブンを有するもの、業務用のもの、定格入力電圧が200V専用のもの、庫内高さ
が135mm未満のもの及びシステムキッチン、その他のものに組み込まれたものを除きます。



118

164

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

次ページへ

163

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版



119

166

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版
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省エネ性能カタログ 2017年 夏版

【省エネ性能一覧の見方】
（省エネ性能カタログ 2015年夏版から2017年夏版までは一覧表の記載がありません）

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」の
データベースに、2017年6月上旬までに登録された主な製品
を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の
50音順に掲載しています。

（注）業務用のもの、特注生産品、特殊仕様品等は対象外。
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経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版

【省エネ性能一覧の見方】

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」の
データベースに、2017年6月上旬までに登録された主な製品
を、省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に
掲載します。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載してい
ます。

（注）業務用のもの、特注生産品、特殊仕様品等は対象外。
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省エネ性能カタログ 2017年 夏版
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省エネ性能カタログ 2017年 夏版

177

【参考資料】

経済産業省資源エネルギー庁発行

省エネ性能カタログ 2017年 夏版



126

180
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【省エネ性能一覧の見方】

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」の
データベースに、2017年6月上旬までに登録された主な製品
を、省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に
掲載します。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載してい
ます。

（注）電球形LEDランプとして販売され、ランプの種類及び形状を表す記号が「Ａ形(LDA)」で
あって、口金の種類を表す記号が、E26及びE17のものを掲載。
電源電圧50V以下のもの、平均演色評価数(Ra)90以上のもの及び調光器対応機能付きの
ものは対象外。
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経済産業省資源エネルギー庁発行
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【省エネ性能一覧の見方】

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」の
データベースに、2017年6月上旬までに登録された主な製品
を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の
50音順に掲載しています。

（注）暖房専用便座、温水洗浄装置のみのもの、可搬式のもののうち福祉の用に供するもの、
他の給湯設備から温水の供給を受けるもの、専ら鉄道車輌に用いるためのものは掲載してい
ません。
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